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開議　午前　９時５５分 

　　　　　　◎開議の宣告 

〇委員長（高木直良君）　ただいまの出席委員は９名です。 

　定足数に達しておりますので、これより予算特別委員会を開きます。 

　ただいまから本定例会において予算特別委員会に付託されました議案第15号　令和８年度ニセコ

町一般会計予算の件から議案第19号　令和８年度ニセコ町公共下水道事業会計予算までの５件につ

いて審査を行います。 

 

　　　　　　◎審議方法 

〇委員長（高木直良君）　お諮りします。 

　本予算特別委員会に付託されました議案の審査における質疑については、議事の都合上、歳入ま

たは歳出ごと、あるいは款ごと、または委員長から諮る区分ごとに１人３回までとしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

　ご異議なしと認めます。 

　よって、議案審査における質疑は、歳入または歳出ごと、あるいは款ごと、または委員長から諮

る区分ごとに１人３回までとすることに決しました。 

　なお、質問の際は必ずページ番号と件名を明確に告げてください。 

 

　　　　　　◎議案第１５号 

〇委員長（高木直良君）　では、議案第15号　令和８年度ニセコ町一般会計予算の件を議題といた

します。 

　既に本会議におきまして提案説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

　初めに、歳出の款ごとの質疑を行います。まず、歳出の63ページ、１款議会費及び２款総務費の

うち77ページ、６目企画費までについて質疑を許します。質疑はありませんか。 

　髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　２件あります。 

　75ページです。企画費、18節の負担金補助及び交付金の一番下の光基盤整備負担金についてです。

１つ目はそれです。これ私の記憶では光ファイバーというのは２年前かな、ＮＴＴに委託されたっ

て、その運用というのですか、そういうのが何か変わったって前聞いていたのですけれども、その

中でけ今回この部分、この地区もちょっとこの間の説明で聞き取れなかったのですけれども、これ

をなぜまた……ＮＴＴではこれは引き受けてくれないという部分なのですか。その辺が分からない

のと、またこれからもこういう感じで光ファイバーに関してはどんどんこういう部分が出てくるの

かちょっと分からないので、お願いします。 

　それと、もう一件、77ページ、デマンドバス運行事業委託補助です。これは、数年前にＡＩを使

って非常に運行を効率よくするということで委託しているのですけれども、何か毎回見ているとそ



- 10 -

れほど運営というか、人数が、１回に走るときの人数的なものを考えると、まだまだ全然うまくい

っていないのか。その部分今回も4,450万8,000円という金額がかかっている部分で、金額のほうは

結構上のほうにいっているのです。今回何か新たなもの入れて、また効率よくしていくのか、その

辺をちょっと聞かせていただければ。お願いします。 

〇委員長（高木直良君）　阿南企画環境課参事。 

〇企画環境課参事（阿南孝宏君）　ただいまの髙瀨委員の光基盤の整備負担金のところのご質問に

回答させていただきます。 

　こちらは、おっしゃるとおり、ＮＴＴのほうに事業を委託しております。きっかけとしては、こ

れ豊里地区の光基盤整備になります。昨年の春頃に、それまでもまちづくり懇談会などで豊里地区

の住民の方から光を整備してほしいという要望が上がっていたものの、実態把握できていなかった

ので、去年の春頃に広報中心になって要望のアンケート調査を行いました。結果、当時14件豊里地

区エリアから光基盤整備の要望が上がっておりまして、こちらをＮＴＴ東日本さんのほうにお伝え

はしております。基本的にはおっしゃるとおり委託をしているのですけれども、ＮＴＴ東日本さん

のほうに相談をさせていただいたところ、基本的には彼らが基盤整備をするかどうかというのはそ

の後の維持管理も含めて採算が取れるかどうかというところが基準になっていて、ちょっと14件で

は難しいというお話をいただいておりました。一方で、町としては地域の方たちの要望というのを

うまくすくい上げていって、お応えするということも大事なポイントかと思っておりまして、ＮＴ

Ｔさんのほうとご相談させていただき、町内のほうでも、町の中のほうでも相談の上、整備費用の

最初の導入の部分を町が国の負担なども入れながら、補助なども入れながら負担していくことで、

その後の維持管理のところは全てＮＴＴさんのほうで担っていただけるというところの折り合いが

ついたので、今回整備のところ、合計、トータルでいうと、総事業でいうと導入のところは1,640万

円ほどなのですけれども、町の負担としては国の補助も入れて410万円というところで入れさせてい

ただいております。 

　私からは以上です。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　それでは、２点目のデマンドバスの件についてお答えいたします。 

　昨年の６月から新しいシステムによる、いわゆるＡＩによるシステムのほうが稼働しているとこ

ろでございます。これによっていわゆる効率のよい人員乗車を目指しているというところでござい

ます。しかし、実態といたしましては、効率を求めるがゆえに、今までいわゆる人がやると、では

そこちょっと寄るよというところがなかなか機械がうまく判断してくれないというような微妙なと

ころがございます。本当はここで乗っければいいのだけれども、先にこっちの人が予約が先だった

ので、こっちの人を遠いけれども、迎えに行くとかという、いわゆる機械ながらでの判断というの

ですか、というところがあって、６月の導入以降いろんな利用者の方からのご意見、それから実際

にそれを担当しているニセコバスのオペレーターの方から意見をまとめまして、毎月今ＮＴＴさん

のほうと定例的にここを改善していくということを取り組んでいるところでございます。実際にで

はどこまで効率がよくなったのという点は今まさに確認中というか、調整中なので、一概に言えな
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いのと、あともう一つ、さきの行政報告の中でもご報告させていただいた、今１台体制で運行して

いるということで、総利用者数的にはどうしてもちょっと落ちているというような結果になってご

ざいます。なので、ここについては正直もうちょっと時間をかけながら、より効率のよいシステム

になっていくような調整を現在も続けているというところでご理解いただきたいと思います。 

　あと、もう一点、令和８年度の予算につきましては、例年よりも若干高めの予算計上となってい

るところがございます。これにつきましては、当然物価高騰による部分、それから運転手不足に対

応した乗務員さんの処遇改善を行っているというところで、そこの部分が際立って経常経費的なと

ころが高くなっているということと、あとシステムにつきましてもさらに調整が必要な部分ももし

かしたらあるというところで、そこの部分を若干見込んでいるというようなところでございます。

なお、これにつきましては、８割が特別交付税というような措置になる経費というふうに理解して

いるところでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　すみません。先ほど阿南参事のちょっと説明の中で補助と言ったので

すけれども、これは全額起債で、辺地債で賄う予定でございまして、それについては予算書の９ペ

ージのほうの地方債のほうの明細書に載ってございますので、ご確認いただければと思います。 

　以上でございます。 

〇企画環境課参事（阿南孝宏君）　髙瀨委員からの質問で１点、すみません、こちらから回答を失

念しておりました。今後光基盤整備、別の地域でも出るのかというお話があったかと思いますけれ

ども、昨年西富で、来年度豊里地区が上がっておりますが、そのほかでいうとこちらのほうで把握

している地域は特にない、今のところ声は上がっていないという認識なのですけれども、今後また

また皆様からお声いただいたときには今回の流れで検討してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

　私から以上です。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　ページ数69ページ、18節、中央のちょっと上のところにあるのですけれど

も社会…… 

（何事か声あり） 

　すみません。２件です。失礼しました。１件目が69ページの18節、中央ちょっと上のところにあ

ります社会保障・税番号制度中間サーバー事務委任交付金211万円というのがあるのですが、昨年が

480万円ぐらいだったようなのですけれども、今後来年以降のコスト的には今年同様のコストなのか

ということを聞きたいのが１つです。 

　２つ目がページ数73ページの12節委託料、ホームページ保守管理業務委託料はニセコ町のホーム

ページのことでしょうかという疑問です。お願いします。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　69ページの社会保障・税番号制度中間サーバーの事務委託交付金、昨
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年から277万6,000円が減額になっています。これは、いわゆるマイナンバーに関わるサーバーの維

持管理の関係で、昨年ちょっと標準化の対応だとかその他でもろもろありまして、480万円ぐらいか

かったと。今年は戸籍関係の改修があるということで、これに係る経費を見ております。ただ、こ

れについては国の政策と相まってどういうふうにシステム改修されるかが分からないのが正直でご

ざいまして、国の政策によってこの部分の費用は大きく変わってくるものでございますので、正直

どうなるかというのは私たちもちょっと分からないというところが回答になります。基本的には、

財源はおおむね100％ではないのですけれども、国のほうから交付金として歳入のほうで見ておりま

すので、歳入のほうにものせてございますので、今年は180万円ぐらい歳入があったかと思いますが、

こちらのほう後でまたご確認いただければと思います。 

　以上でございます。 

〇企画環境課参事（阿南孝宏君）　ただいまの高井委員からのホームページ保守管理業務委託料、

73ページのものに回答いたします。 

　こちら基本的にはニセコ町のホームページの運用サポートとＣＭＳの管理の部分の委託になりま

す。内容としては、ニセコ町はＣＭＳというシステムを利用しているのですけれども、そのシステ

ムの中で各庁内の担当部署でホームページ更新だとか、プレスするときに何か分からない点だった

りとかサポートが必要なときに問合せ、その後の運用のサポートまで含めてまとめて管理運用して

くださるというところを委託しているものでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　木下委員。 

〇８番（木下裕三君）　２件質問させていただきます。 

　１件目が67ページ、一番下、コンピューター機器備品1,474万2,000円に関して、これノートパソ

コンを110台導入するということですけれども、この導入意図というか、ノートにする導入意図とい

うものをちょっと伺いたいということがまず１点。 

　２点目なのですけれども、次76ページ、下から７番目になります。地域活性化起業人事業負担金

1,000万円なのですけれども、ふるさと納税に特化した人材というふうになるのだと思うのですけれ

ども、どういった、本当にプロ中のプロというか、方が来るのか。例えばそれでそういった人にや

っていただいて、どういったぐらいの成果を求めたいのか、もしそこら辺も想定しているのであれ

ば、お知らせいただきたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　木下委員のご質問にお答えしたいと思います。 

　67ページのコンピューター備品でございます。説明では、ノートパソコンを110台購入するという

ものでございますが、全体予算としてはその他にほかのパソコンを数台買う予定でございますので、

全体としてはこの中でノートパソコンの費用は1,391万5,000円となってございます。これは、基本

的に今ディスクの中で、ディスクでうちのＬＧＷＡＮ系の事務作業をしているわけですけれども、

例えば会議等で、こういった会議をしたときにパソコンを持ち運んでＬＧＷＡＮに接続して、事務

の打合せをしたり、内容を確認したりということで、基本的にはモニターはディスクには置いてあ
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って、そこで接続して、モニターでも作業できますし、会議等があればノートパソコンで持ち出し

して、その中でやることでペーパーレスを図ったり、事務の効率的な会議の運用を図ったりという

ことを考えておりまして、ＬＧＷＡＮの無線化をした上でパソコンを運用するということで、全体

的な事務効率化とペーパーレスにつなげていきたいということの意図でございます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの木下委員のご質問にお答えいたします。 

　ふるさと納税の業務につきましては、町政執行方針でもあるとおり、きちんと歳入のほうを増や

していくという体制を今後構築していくというのが示されているところでございます。このふるさ

と納税については、特に外部との、外部、いわゆる外との調整というのが非常に重要になってくる

ところでございます。そうなると、現状我々役場職員だけでちょくちょく外に出てとかという対応

がなかなかできづらい、十分にできないというようなところも懸念されるところでございます。そ

れで、現状で今特定の人はまだ決まっているわけではないのですけれども、ふるさと納税の業務に

関する知識も持ちつつ、また外との調整もできる、そしていわゆるプロモーション、総合戦略的な

ネットワーク商品開発なども携えるような人材を今求めているという言い方がいいのかな、を通し

てふるさと納税の充実を図っていきたいというところが今回の起業人を介しての趣旨というところ

でございます。 

　以上です。 

〇総務課長（福村一広君）　すみません。木下委員には聞かれてはいないのですけれども、財源に

ついては0.5を特別交付税措置、２分の１を特別交付税措置で財源に充てていくという予定でござい

ます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　木下委員。 

〇８番（木下裕三君）　確認の意味を含めてちょっとまず１点目なのですけれども、要はノートパ

ソコンは導入するけれども、基本的にはデスクトップの大きな画面は生かしておいて、自席ではそ

れで作業しながら、別の例えば会議行ったときとかはやはりモニターがあって、そこに接続して、

自分が持ち込んだものであるということでいいのかということ確認が１点と、あと先ほどの地域活

性化起業人のほう、ふるさと納税に関する。具体的な例えばそういった方に来ていただいて、やっ

ていただくと。しっかりとやっていただくに当たっての成果の部分というのはあるのかないのかと

いうところ、期待する成果、それちょっとお知らせまだしていただいていないので、よろしくお願

いします。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　すみません。木下委員の確認ですけれども、ご推察のとおりでござい

ます。ちょっと若干補足ですけれども、今私このパソコンはリモートという形でやっているのです

けれども、これは別のサーバーにつなげてやっているわけですけれども、こういう形ではなくて、

庁内に無線ＬＡＮの設備を設置して、いつでもどこでもという、庁舎内ではありますけれども、で
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きるようにするということでございます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの再質問にお答えいたします。 

　現状で人選につきましては、総務省が開いておりますマッチングサイトのほうを使って今募集な

どを行っているのですけれども、問合せなどはあるのですけれども、具体的な人選にまではまだ至

っていないという状況でございまして、先ほども申したとおり、やっぱりふるさと納税を増やして

いくためにはまずきちんとした体制づくりが必要というところで、今この人材を使っての展開を考

えていきたいと思っていますので、成果、金額的なものについては追ってきっと多分町長のほうか

らお知らせがあるものかと思っているところでございます。頑張りたいと思います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　成果というところでございます。もちろんどんどん上げていきたいとい

うのが理想ではありますが、期限を区切らずに言えば現状が1.5億円ということなので、２億円から

３億円は近い将来できるだけ早めに達成したいと、そのようには考えているところでございます。

ただ、もちろんそこで終わるということではございませんけれども、まず当面の直近の目標はその

ぐらいの感じかなというふうに考えます。 

〇委員長（高木直良君）　次に、小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　２件ご質問します。 

　73ページ、14節工事請負費、放送設備工事167万3,000円ですが、この工事内容と内訳についてお

聞きします。 

　もう一点、77ページ、18節負担金補助及び交付金、国際交流推進協議会補助139万8,000円は、動

画やタブレットって聞いたような気がするのですけれども、改めて説明願いたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　すみません。それでは、ちょっと順番逆になりますけれども、77ペ

ージ、18節の負担金のほうをご説明したいと思います。 

　せんだっての提案理由の説明の中で動画投下というお話はさせてもらっております。それで、現

状で今外国人の転入、それから転出の手続というのが非常に多いというのは皆さんご承知のとおり

だと思うのですけれども、それでなかなか時間も要する案件の場合も多いという中で、効率化も含

めて、カウンターのところに、あるいはベンチというか、テーブルのところで動画を見ていただい

て、それで実際にではニセコ町はこういうごみの出し方ですよとか、内容はまだ決まっていないの

ですけれども、そういうものを見ていただくというところの動画を作成してはどうかというような

ところで、こういった取組をしたいというところです。このやり方については、去年の国際交流員

が札幌でこういった対応しているところの研修も行っておりまして、有効であろうというようなと

ころで、こういった取組もしていきたいというところでございます。 

　以上です。 
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〇委員長（高木直良君）　阿南参事。 

〇企画環境課参事（阿南孝宏君）　73ページの放送設備工事の部分にお答えいたします。 

　こちらは放送に必要な機器の更新ということで、今の放送事業の中で使っている機器の交換に必

要な機器代プラスその工事費用というふうに聞いております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　機器の更新って言っているのですが、どういった機器の更新なのでしょう

か。 

〇委員長（高木直良君）　阿南参事。 

〇企画環境課参事（阿南孝宏君）　失礼いたしました。内容でいいますと、ネットワーク用の、放

送設備のネットワークに関する機器、それから、ＩＰコーデックと言われるネットワーク配信に必

要な機材の交換、更新というふうに聞いております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　内訳聞きたかったのですけれども、その辺よろしいですか。 

〇委員長（高木直良君）　阿南参事。 

〇企画環境課参事（阿南孝宏君）　内訳でいいますと、先ほどお伝えしたネットワークの機材、Ｉ

Ｐコーデックという機械が37万2,000円の掛ける２台と。プラスそれにネットワーク用の関連機器、

スイッチに関連する機械が４台、それぞれ４万3,200円、こちらが一番大きな費用となりまして、そ

のほか機械の設定作業であったりとか入替えの設置作業でそれぞれかかっているというふうになり

ます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　町長。 

〇町長（田中健人君）　今のご質問の少し補足をさせていただければと思います。 

　まず、工事の内訳を知りたいということでございますが、少し専門的な用語で恐縮ですけれども、

ＮＴＴさんのほうで今提供されているビジネスイーサワイドというサービスがございます。これが

ＮＴＴさんのほうで提供が終了したと、もしくはするという方針の下、今の設備ではサービスの提

供ができないということで、やむを得ず今回専用線の変更を行うというような工事の費用になりま

す。こうしたものはなかなか我々、私たちどもでコントロールできない部分で、悩ましいところで

はあるのですが、そのような内訳というところでご理解いただければと思います。今の放送局から

アンテナ線までの回線の部分の工事になります。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

　他に質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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　これをもって質疑を打ち切ります。 

　次に、歳出の２款総務費の７目地域振興費から、86ページ16目地域コミュニティセンター費まで

について質疑を許します。質疑はありませんか。 

　木下委員。 

〇８番（木下裕三君）　１件質問いたします。 

　ページが79ページ、委託料の上から３番目、地域活性化に向けた町有地活用可能性検討業務委託

料374万円を計上されていますが、結構重要な問題なのかなというふうに思っていまして、もう少し

丁寧な説明をいただきたいなと思います。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　それでは、ただいまの79ページになります。地域活性化に向けた

町有地活性化可能性検討業務委託料というところでございます。これにつきましては、企業連携な

どを進めるに当たって、その構想ですとか戦略を策定する際のフィールドワーク調査を、町有地を

用いた企業誘致に係る基礎的な調査を実施していきたいというふうに考えているところでございま

す。具体的には、今回全体の説明の中で出てきたと思うのですけれども、第２世代交付金……これ

旧ですね。新、何でしたっけ。新しい名称が出てこない。それで、それの中の行政パートナー推進

事業というものの一つの取組として、地域と企業が連携するに当たって一つのフィールドワーク調

査を実施したいわゆるパイロット的なものを一旦ここの机上の上で整理していきたいということ

で、ここの町有地については今のところ豊里のエリアだと例えばどんな機能が必要なのか、どうい

ったことをやると民間の力をうまく活用できるのかみたいな、そういういわゆる基礎構想的なもの

がここで一つの調査として取り込めればいいなというものになっているところでございます。ちょ

っと詳細については、まだ国の交付決定も出ていないので、この先十分詰めていきながら実施に当

たっては進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

　一旦以上です。 

〇委員長（高木直良君）　木下委員。 

〇８番（木下裕三君）　大体内容は分かったのですけれども、そういったところの調査をするに当

たっての例えば、具体的でなくてもいいのですけれども、どういった委託先というのを想定されて

いるのか、ちょっとそういうのを教えていただきたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　委託先につきましては、今連携協定を結ばさせてもらっているデ

ロイトさんなども視野に入れているところでございます。デロイトさんについては、既に町内のニ

セコ高校での委託調査業務なども受けているということと、実際に派遣も今いただいているという

ことで、ニセコ町内のいろいろなことについて情報に精通しているというところも検討材料には上

がっているところでございますけれども、まだ全然確定ではございません。例えばそういったとこ

ろのイメージした調査を実施していきたいというふうに考えているところでございます。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　３問あります。 
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　１つ目が79ページ、12節委託料、二地域居住関係人口支援業務委託料とはどのような内容でしょ

うか。ちょっと不勉強なので、教えていただきたいです。 

　２つ目が同じく79ページ、12節委託料の多様な連携による持続可能なまちづくり推進支援業務委

託料も同じくどのような事業か教えていただきたいです。 

　３問目がページが飛びまして、83ページ、13節、使用料及び貸借、職員住宅借り上げ料が昨年が

1,000万円くらいだったようなのですけれども、今回が大幅に減っているのは何か理由があるでしょ

うかという３つです。お願いします。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの高井委員のご質問にお答えしたいと思います。 

　１点目の二地域居住関係の委託業務でございますが、こちら新規事業になります。二地域居住に

係るコーディネーター相談窓口の設置を人員１名について委託して行いたいというふうに考えてい

るところでございます。これにつきましては、移住、定住のほかにさらに交流人口、いわゆる二地

域での活躍する方もニセコ町の中に取り込んでいきたいということで、そこの部分を明確にこの業

務に特化した委託を行っていきたいと。先ほど申したとおり、まず業務内容といたしましては、相

談窓口の設置や二地域居住に係るＰＲ支援活動、それから現地でのコーディネーターのコーディネ

ートの強化、それから二地域居住者、それと関係する方たち、町内関係する方たちの交流イベント

なども開催していきながら、こちらの業務を進めていくと。なお、この業務につきましては、現在

移住定住支援業務を委託しているのと併せて一つ、一体として捉えて、もちろん仕様書は別になる

のですけれども、一体として進めていく必要もあるのかなというふうに考えているところでござい

ます。 

　続きまして、２点目の多様な連携のところでございます。この事業につきましては継続事業でご

ざいますが、令和４年度から８年度の５年間の継続事業ということで、最終年になります。具体的

に今年度実施予定とするものといたしましては、まず継続して行っておりますハートラボの推進、

支援、それとニセコミライ住宅の体験、それから市街地の居住人口維持、確保のための調査、検討、

それから今回脱炭素アクションプランモニタリングの改善、これは地球温暖化計画の、それの改善

支援、それからニセコミライの成果に係る見える化の整理、それからコミュニティ形成の育成、こ

れは継続事業です。それと、さらに昨年、令和７年度から実施している苔の事業、それからＥＶシ

ェアの検証、これらも継続して行っていくというところでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　高井委員のご質問にお答えしたいと思います。 

　職員住宅借り上げ料でございますが、昨年より501万6,000円減になっております。これは、一つ

は東京のほうに出向させていた職員の住宅借り上げ料を、本年度４月から帰任するということで、

この分がいなくなったということで、これが大体100万円ぐらいなのですが、昨年実はアルクボヌー

ルの、今７戸と借り上げていたのですが、家主から賃料を上げたいということの申出がございまし

て、昨年かなり、10万円以上の家賃を要求されておりましたが、議会中でありましたけれども、調
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整をずっと続けておりまして、予算上はちょっと概算の交渉前の金額で一応計上していたところで、

最終的には６万2,000円に落ち着いたということで、今回大幅な減額になったというところでござい

ます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　ありがとうございます。最初の質問の二地域居住なのですけれども、二地

域居住を推進することのメリットを教えていただけるとありがたいです。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの高井委員のご質問にお答えいたします。 

　移住、定住などもそうなのですけれども、やはり地域において今過疎化が多い中で人口が増えて

いくということは、多方面でメリットがあるところでございます。ただ、日本全体の人口が減る中

で全て移住に頼るというのはやはり無理があるということと、この二地域居住のいいところはいろ

んな多様性が取り込めるというところにあるというふうに考えているところでございます。なので、

この二地域居住を今後町の主施策とするということではなく、ここもきちんとフォロー、支援、取

組をしつつ、ニセコにとっての多様性の増加を狙っていきたいというところが一番の狙い、メリッ

トになるかなというふうに考えているところでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　副町長。 

〇副町長（山本契太君）　ちょっと補足だけさせていただきたいと思いますが、ニセコ町はおかげ

さまでまだ人口微増傾向にはあるということですが、ただし我々が常に考えているところは、この

微増傾向をほっておいて、このままいくというふうには考えておりませんで、常に新しい取組をし

ながら、代謝が起きていると、町の中で。経済の代謝も含めて起きているという状態を維持して、

町長がよく言うところの挑戦をしていかなければ人口微増傾向、もしくは減衰と、減っていくとい

うところに対応していけないという考え方を持っておりますので、こういう二地域居住というのも

併せて推進していかなければならないと。今減っていない状態でありますが、そういうことを進め

ていかなければならないと考えておりますし、これについては国のほうの推進といいますか、二地

域居住を進めるというスキームも含めてあって、それに対する支援も行われているということで、

これはぜひ活用しながら人口維持のためにも実施をしていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　ありがとうございます。住宅が不足しているニセコにおいて、ニセコにず

っといたい方の家がない中で二拠点というか、二地域というのが、今だけ足りないのか、今後のた

めにこういった形で推進していくというのはすごく理解ができるのですけれども、ずっと住みたい、

ここに、ニセコに住みたいという人の家がなくなることがないようなふうに調整できるといいなと

いう希望です。 

　以上です。 
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〇委員長（高木直良君）　田中町長。 

〇町長（田中健人君）　ただいまの高井委員のご質問といいますか、ご意見についてお答えといい

ますか、私も意見を述べさせていただければと思います。 

　そもそも二地域居住というものが関係人口と何が違うという話も含めてちょっと補足したいと思

います。今国のほうも推進をしているということで、私も今国のサイトを見ながらですけれども、

関係人口だと、ニセコファンだという話もこれまで当町は取り組んできたと思いますが、関係人口

は移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様に関わる人々を指すそう

です。一方、二地域居住という言葉の定義としては、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点、

これはホテル等も含むと注釈ありますが、を設ける暮らし方を指すということです。もちろん両方

の側面があると思いますし、今実際にニセコ町内を見渡しても例えば冬の時期だけニセコに来て、

リゾートバイトのような働き方をされているような方も当然いらっしゃると思いますし、新幹線、

高規格道路含めいろいろな開発工事に伴う方々も実際には別の場所に住まれているけれども、仕事

で来られているという方も既に多いのかなと思います。こういったような取組を政策的に国も今推

進して、特別交付税の対象にもなるというところも踏まえて、しっかりと町としても取り組むこと

には大変意義があるのかなと。当然ながらその中からニセコ町に定住していただくということも見

越して、これはやはりやるべきなのかなというふうに考えています。ただ、高井委員が懸念されて

いるニセコ町にも定住したいよという方向けの住宅が特に不足しているということについては、も

ちろん懸念事項として別問題といいますか、それはそれで当然向き合っていかないといけない課題

だと思っていますので、それはそれ、これはこれでしっかりと整理をしながら、むしろ先ほど多様

な連携の事業の一つの想定している事業の中でもありましたが、町内での居住実績がすごく薄まっ

ているというところに対する調査研究も含めてしっかりと何らかの手当てをしていく必要があると

いう認識でおります。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　１点ご質問いたします。 

　80ページ、18節、上段の地域経済循環創造事業補助400万円ですが、これは地域の人材、資源、資

金を活用した新たなビジネスの立ち上げを支援するということで、初期投資として200万円を２件分

支援すると聞いていますが、制度の概要とどういった事業が対象となるのか、また事例等が分かり

ましたらお聞きしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　桜井課長。 

〇企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの小松議員のご質問にお答えいたします。 

　当初の説明のとおり、これにつきましてはローカル10000プロジェクトという事業に基づく町とし

ての予算措置になります。地域密着の起業をする場合において、まず国庫補助型としては国費、そ

れから地方債のほかにクラウドファンディングや融資を受けて初期投資をするものが一つと、それ

ともう一つが今回予算で計上しております、地方単独事業ということで国費が入らないものについ

ては、まず公費による交付というものの財源のうち２分の１が特別交付税で、２分の１が自治体負
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担となるところでございます。なので、公費による交付額について措置をしているということで、

その他残りについては先ほど言った融資ですとか民間のクラウドファンディングなどを使ったも

の、それと最終的には残額は自己資金というような、まず財源スキームというのが今説明したとお

りでございます。具体的事業につきましては、これは地域密着、地域資源を活用した地域課題の解

消につながる新規事業です。既存事業でなく、新規事業。民間で行った場合を対象とする事業とい

うふうになってございます。この地方単独事業につきましては、ソフト事業についても対応すると

いうものになってございます。例えば近隣の例でいいますと、真狩村さんのほうに農産品の加工工

場を造った例があるというふうに聞いているところでございます。 

　以上です。 

（何事か声あり） 

　すみません。ちょっと補足になります。既に町内のほうで農業系の起業を考えられている方がご

相談に来ているというような状況ですので、多分今後その事業が該当になれば進んでいくというふ

うに考えているところでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　基本的な事項の確認という意味でご質問させていただきたいと思います。 

　まず最初に、84ページの13目職員厚生研修費の中の18節ですが、ここで94万円を計上している奨

学金代理返還負担金の制度について具体的にどういう内容なのか、また町として規則、要綱等は定

めてあるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

　失礼しました。４件ほどあります。枝葉がついたらちょっと増えるかもしれません。15目町民セ

ンター費の12節、公共施設管理業務委託料、この委託料の内容についてお伺いをしたいと思います。

いわゆる町民センターだけなのか、それともほかのセンターもあるのかというあたりについてお伺

いをしたいと。 

　それから、同じく15目の町民センター費の中の14節工事請負費ですが、現在の畳の部屋をフロー

リングフロアにするというお話でしたが、その後例えば畳を使った何かを行いたいというような要

望があった場合、どのように対処されるのかお伺いしたいと思います。 

　あと、最後ですが、86ページの16目地域コミュニティセンター費の14節工事請負費、エアコン設

置に関しまして説明の中でありましたけれども、再度この説明を、具体的な内容の説明、例えばど

この施設に何台置くのかということ、それともう一点、地域コミュニティセンターですから、常時

エアコンをつけるというような状況にはないというふうな想定はできますが、ただいずれにしても

使えば電気料金が発生するわけですので、地域の方と電気料金に関して具体的な打合せが済んで、

ここに計上されているのかどうか、その点をお伺いします。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　篠原委員の84ページの奨学金代理返還の負担に関するご質問です。今

回の予算に関しては、日本学生支援機構に対して４人分、それから同高等学校奨学金について１人

がいまして、これが既存で５人分、それから新規で見積もっていまして、３人分の合わせて94万円
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でございます。これについては、令和６年の３月26日に規則で定めておりまして、30歳未満の職員

に対して１年に月１万円を限度、ですから年間12万円を限度に５年間支給するという制度でござい

まして、制度設計をしてございます。なお、ペナルティは基本的にないのですが、基本的に正職員

のみということと10年以上継続して勤務する意思のある者、それから30歳未満である者、それから

住民登録がある者などの規定がございます。基本的には、学生支援機構については代理償還制度と

いうものが実際ございまして、そちらの制度を活用しております。また、高等学校のほうには直接

の支払いをこちらから行っているという状況でございます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　富永課長。 

〇町民生活課長（富永　匡君）　それでは、篠原委員の質問にお答えをいたします。 

　まず、町民センターの公共施設管理業務委託料なのですけれども、これはニセコ町民センターと

西富地区町民センターの管理委託料ということで、内訳としましては1,191万8,000円が町民センタ

ー、24万円が西富地区町民センターということで計上しております。 

　次に、ニセコ町民センターの修繕工事なのですけれども、畳の部屋をフローリング化するという

ことで、基本的に使っている方々にちょっとヒアリングというか、確認をいたしまして、畳でなく

ても大丈夫ですというようなご返事をいただいております。ただ、とはいっても畳の部屋がなくな

るという形なので、今後フローリングの上に畳っぽいというのですか、畳のような敷くようなもの

を用意をして対応できればなとは思っております。 

　あと、地域コミュニティセンターのエアコン設置なのですけれども、各６施設あるのですけれど

も、そちらに１台ずつ設置ということで考えてはいるのですが、これについても当然管理をされて

いるところの希望は取って、実は１件要らないとかという話もちょっと聞こえてきているので、そ

れについては慎重に検討と相談をしながらということと、実は来年度指定管理の更新の時期にもな

っておりますので、それも含めてご相談をしながら進めていきたいと思っております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員、いいですか。 

（何事か声あり） 

〇町民生活課長（富永　匡君）　すみません。電気代につきましては、実は別な科目になるのです

けれども、各行政推進員の補助金があるのですけれども、それの施設管理分ということで、昨年１

施設につき５万円という予算計上だったのですけれども、プラス１万円をして、電気代だけではな

いのですけれども、上げて、それで賄ってもらうという形も考えておりますし、当然さっき言った

ように、電気代がかかるということをご承知の上でエアコンを設置するかしないかという判断もし

てもらうという形でちょっと考えております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　おおむね全体的に理解をいたしましたが、１点だけお伺いをしたいと思い

ます。 
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　町民センターの管理業務委託に関してなのですが、西富の管理委託に関しまして、今年度もしく

は来年度から大きく変更するのかどうか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　富永課長。 

〇町民生活課長（富永　匡君）　篠原委員の再質問にお答えします。 

　特に業務の中身については変更する予定はございません。西富地区ですよね。特にないのですけ

れども、今まで管理をされていた方がちょっとお亡くなりになりまして、その引継ぎというか、次

の方はもう決まって、３月からお願いをするという形になっていまして、引き続き同じように鍵の

開け閉めですとか、そういうものについて管理をしていただくという形を考えております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　他に質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　これをもって質疑を打ち切ります。 

　この際、議事の都合により午前11時５分まで休憩といたします。 

 

休憩　午前１０時５３分 

再開　午前１１時０３分 

 

〇委員長（高木直良君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　次に、２款総務費のうち86ページ、17目職員給与費から２款の最後、98ページ、６項監査委員費

までについて質疑を許します。質疑はありませんか。 

　斉藤うめ子委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　１件だけ質問させていただきます。 

　ページは88ページの防災会議委員報酬とあります。報酬は３万9,000円ですか。お聞きしたいのは、

防災会議委員報酬なのですけれども、この構成についてお聞きしたいと思っているのですけれども、

人数とか構成について伺います。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　斉藤委員、防災会議でよろしいですか。 

〇７番（斉藤うめ子君）　会議の委員の、ここ載っているのは報酬なのですけれども、この報酬は

３万9,000円になっていますけれども、この構成員について伺います。 

〇総務課長（福村一広君）　すみません。今回防災会議の委員の報酬については３本から成ってい

まして、一つが防災会議、それから原子力防災専門員報酬と、それから国民保護の協議会の委員の

報酬から成っております。防災会議に関しては５人が任命されておりまして、基本的には道路管理

者とか北海道だとか、そういった専任委員をしておりまして、基本的に防災会議は防災が起きたと

きに各機関との連携を行っていくということで行われる会議でございます。それから、原子力防災

の専門委員については、原子力防災、今年度ちょっと開かれていませんけれども、基本的には防災

計画の策定を、変更がある場合に、計画修正等があるときに選任にしておりまして、これについて
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も防災関係、原子力防災に関する委員を関係機関で構成してございます。それから、国民保護につ

いても国民保護に関わる計画等の修正に関わる部分についての委員を選任しておりまして、こちら

のほうについては２人を選任しているという状況でございます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　今説明していただきましたけれども、これ女性の割合とか、そういうの

はどうなっているのでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　すみません。防災会議については、今ちょっと現在調整を図っており

まして、選任等は進んでいないのですけれども、女性委員については前回も選任するということで

ご報告させていただいておりますが、ちょっと今年度、令和７年度は原子力防災の泊原発の再稼働

などの対応が非常に多くて、そちらのほうを重点的にやっておりますが、今後女性委員についても

２名程度選任していくということで調整を図っておりますところでございます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　すみません。ということは、これから検討するということで、現在はゼ

ロということで認識して、理解してよろしいのですか。 

（「はい」の声あり） 

〇７番（斉藤うめ子君）　分かりました。 

〇委員長（高木直良君）　次に髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　90ページ、19目庁舎等整備費、12節委託料、新消防庁舎移転委託業務、あ

と、消防庁舎外構工事監理委託業務委託料、また下の消防庁舎建設工事、これは街区の部分だと思

います。これ全体的にこのように出てきていますが、今年、これからのスケジュール感、もし分か

れば説明いただきたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　黒瀧室長。 

〇消防庁舎整備室長（黒瀧敏雄君）　ご質問ありがとうございます。髙瀨委員の質問にお答えした

いと思います。 

　スケジュール感についてなのですが、ただいま庁舎のほうはもう出来上がっている状態で、これ

から消防の庁舎の関係で消防のまず検査、これが３月の16日を今予定しております。その後３月の

18日の日に建築の確認申請に伴う完了検査、これを一応行う形になっています。その後全ての検査

が終わった状態で今度町の検査ということで、今最終日、３月31日をもって町の検査を行いたいと

いうふうにまず考えています。その後、令和８年度の新年度の予算に関わるスケジュールについて

なのですが、あくまでも私の今担当としての考えでございます。最初に、建物の外構工事、まずエ

プロン含めまして正面部分約30メーターあるのですが、その部分の外構工事と、あと周りの植栽関

係、それとあと配水関係、これらの工事を４月下旬ぐらいにまず発注をしまして、８月下旬ぐらい

までには完了したいというふうに考えています。その後今度備品関係の発注とかありますので、外
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構工事の合間を見ながら発注をしまして、大体６月の下旬ぐらいから発注しまして、９月の中旬ぐ

らいまでに備品を全て入れるような形で進めたいというふうに考えています。その後に備品当然入

ればテーブル、椅子整えまして、ネットワークの関係が出てくると思います。ＮＴＴさんの光とか、

あと電話関係、それとあと特殊な無線関係も出てくるものですから、消防の無線関係も大体９月の

30までには全て完了させまして、今10月の１日を一応オープンという形で開庁のめどを立てて進め

たいというふうにスケジュール感を考えています。多少の部分はちょっとこれから煮詰めていきま

すので、具体的には新年度になった時点で発注の段取りをしていきたいというふうに考えています。

それとあと、駐車場の狭いという問題も結構皆様から意見いただいております。できれば外構工事

も進めるのですが、今26台分一般のお客様が止める駐車場も併せて整備しているものですから、で

きるだけ早くということで、４月下旬か５月の上旬には一般のお客様も駐車できるようなことを考

えたいというふうに考えております。 

　以上です。ありがとうございます。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　２問質問します。 

　93ページ、12節委託料、コンピューター保守点検業務委託料が昨年の倍近くになっているので、

その理由を教えていただきたいのと、今後毎年かかる金額がこれになっていくのかを教えていただ

きたいです。 

　同じく93ページの18節負担金補助及び交付金の北海道自治体情報システム協議会負担金も同じよ

うに倍ぐらいになっているのですけれども、同じくこちらについても教えていただきたいです。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　税務課長。 

〇税務課長（鈴木　健君）　ただいまの高井委員のご質問にお答えいたします。 

　まず、12節の委託料、コンピューター保守点検業務委託料、おっしゃるとおり、ご指摘のとおり

昨年度から約283万9,000円の増額ということになっていまして、かなり大きくなってございます。

今後の方向性としてということと何でこんなに上がったのということかと思うのですが、結論から

申し上げますと、これまでの金額がかなり安くて、業者さんにちょっと我慢していただいてやって

いたという部分がございまして、今回、とはいえそういった部分で我慢してやっていただくと、私

どもとしてもメンテナンスですとか障害対応といった部分で即時性を求められる部分で、かなりそ

こが業者さんの対応が後手に回ってしまうという現象が出てきたこともございまして、一回契約の

在り方を見直しましょうという部分で、お互いに気持ちよく仕事をするにはどのぐらいの経費がと

いう部分も率直に話合いをさせていただいた結果、やはりこれぐらいはちょっと面倒見ていただか

ないと今後の部分でうまく物事が進まないということの部分なものですから、どうしてもここは私

ども税務課のこれは住民税の課税をする、一番ちょっとシステムとしては複雑なシステムの保守管

理になってございまして、そこの部分を円滑に保守管理するという部分での必要経費ということで、

どうしても、またさらに今年はちょっとサーバーというデータを保管している部分の更新という部

分もかかってきますので、そういったところで280万円ほどの増額になってございます。ただ、来年
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度以降につきましても昨年度までのような金額というよりは大体500万円程度年額でかかってくる

と。その部分でこの大体500万円ぐらいのシステムを使って３億円ぐらいの税収を計算をするという

システムのための保守管理費用だということでご理解をいただければと思ってございます。 

　もう一つ、18節の負担金の自治体情報システム協議会の負担金、こちらにつきましては昨年度か

ら480万円ほど増えているのですが、これは一時的なイニシャルコストだとお考えいただければと思

います。その内訳としましては、主に北海道の宿泊税を導入するに当たってのシステム改修、それ

と私どもが今年11月を目指して今定率制に改正するという部分でのシステムの改修という部分で、

350万円ほどは道税の導入に関してのシステム改修でございまして、それは全額北海道庁のほうから

費用が補填されるということになってございます。ちなみに、先ほど申し上げた保守点検委託料に

つきましては、あくまで私どもの税金のシステムを維持管理するという部分でございまして、国全

体の大きな流れとして今標準化という、いわゆる全部の様式ですとか帳票を整えましょうといった

部分の経費はこちらのほうには含まれてございません。それについては、負担金のほうの自治体情

報システム協議会負担金ですとか、地方税電子化協議会負担金というところで標準化対応費用が含

まれているといったことでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

　これをもって質疑を打ち切ります。 

　次に、歳出の３款民生費について質疑を許します。質疑はございませんか。 

　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　５件質問させていただきます。 

　まず、１件目ですけれども、102ページの地域活動支援センター運営事業費補助1,050万円、これ

の内容、内訳、説明していただきたいと思うのですが、これ昨年より予算はかなり上がったように

思うのですけれども、その内訳について教えていただきたいのが１点。 

　２件目、ニセコ生活の家活動支援事業補助343万円の内訳も説明していただきたいと思います。 

　それから、３件目です。３件目は、106ページに行きます。106ページの高齢者介護施設経営維持

特別対策事業補助2,215万円、これについてもこの予算額、昨年の予算と比べてかなり上がったよう

に思うのですけれども、この算定の根拠を教えてください。 

　それから、４問目は……。 

〇委員長（高木直良君）　すみません。ページ数お願いします。 

〇７番（斉藤うめ子君）　ページ数ですね。今質問したのは106ページのところです。 

　そして次、４問目になりますか。109ページ、子育て支援活動事業補助の件についても、240万円

の内訳について説明していただきたいと思っています。詳細にしていただきたいと思っています。 

　５問と言いましたけれども、すみません、４問でお願いします。 

〇委員長（高木直良君）　重森課長。 

〇保健福祉課長（重森省宏君）　ただいまの斉藤委員のご質問の４問あるうちの３問までの部分お
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答えさせていただきます。 

　まず、102ページのセンターの補助1,050万円のところですが、こちらご質問では金額上がってい

るということのご質問だったのですけれども、こちら昨年度も同じ1,050万円で計上しておりますの

で、今年度も変更ありません。内容としましては、ニセコ生活の家さんの今までも活動している建

物の活動費の支援ということで支出をする内容となっております。 

　続きまして、その下、340万円、ニセコ生活の家活動支援事業補助というところにつきましては、

昨年建築しましたニセコ生活の家のグループホームの運営費の当面の支援のところの経費となって

おりまして、主にお世話をする方の人件費だとか、あと運営全般に係る経費のところのまだ足りな

い部分の支援という形の金額となっております。 

　続きまして、106ページの高齢者介護施設の特別対策事業補助というところでして、こちらにつき

ましてはハイツ、きら里等運営しているニセコ福祉会の人材の採用、近年非常に働く方の確保が難

しいというところで、そこの支援の部分の経費となっておりまして、内訳としましてはもともとハ

イツの中で食事を作っていた部分の外注、そこも人が確保できない部分で外注するだとか、あと外

国人の介護士の採用に当たっての紹介事業所への登録の経費、あとそこからの紹介を受けた外国人

介護士に対しても負担金というのを払っていかなければいけないだとか、あと昨今働く方の住宅等

の手当も手厚くしないとならない部分の経費支援等も含まさっております。あと、行政報告の中で

もご説明させていただきましたきら里のほうの介護士の不足による減算、介護報酬の少なくなると

いうところの問題もありまして、そこに対する、さらに職員の待遇改善のところに充てなければな

らないというところの支援も含めて、今年度この2,200万円という金額を計上させていただいており

ます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　齋藤課長。 

〇こども未来課長（齋藤　徹君）　ただいまご質問いただいた109ページの子育て支援活動事業補助

の内訳ということですので、ご説明申し上げたいと思います。 

　まず、ちょっと副町長の説明に補足みたいな感じになるのですが、240万円のうち40万円について

はニセコ子育て支援活動サポート事業補助要綱というのがありまして、それに基づいて応募があっ

たりしたら予算の範囲内で補助するものになっております。そして、残り200万円については、今年

も実施している放課後、水曜日の探求室に対する補助金の予算となります。この200万円のうちの予

算の内訳を説明させてもらいますと、このうちの150万円は探求教室の教育コンテンツについて開発

してご提供いただいている事業者に対してオンライン講座で開催するための経費というか、委託の

経費になるという形になって、ここには講座をやっていただくということだけでなく、教材など、

そういったものも含まれているということです。残り50万円のうちの約25万円については、年に数

回、オンラインだけではなく、直接講師の方が来て、直接オフラインで講座を行うための旅費など

に係る経費の相当額になるということで、今年に関してはオフライン講座は今年度中学、高校でも

特別講座を開催していただいているというような形になっております。残りの25万円については、

様々補助教材であるとか文房具だとか、ほか消耗品とか広報紙とか広報だったり、保険料などに当
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たる雑費というか、そういった経費として概算で見ているという状況になります。あくまで補助金

なので、かかった費用に基づいて精算していくという形になりますので、実質的に歳入は今説明し

た内訳の変動も伴うのかなというふうに考えております。 

　以上になります。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　すみません。順番…… 

〇委員長（高木直良君）　すみません。私が許可してからマイクのスイッチ入れるようにというこ

とでよろしくお願いします。 

〇７番（斉藤うめ子君）　恐れ入ります。ちょっと順番逆になって申し訳ないのですけれども、後

ろ齋藤説明員のほうからもう少し説明していただきたいなと思っているのですけれども、今の説明

で40万円はニセコ子育て支援ですか、からそういう援助が出ているということですね。この240万円

のうちの内訳のことを伺ったのですけれども、そのうちの40万円は子育て支援のそういう枠があっ

て、出ているわけですね。この200万円は、ここの財源というか、この根拠はどこから出ることにな

るわけですか。 

　それと、この200万円のうちの４分の３の150万円まではオンラインで事業者に支払うという説明

だったと思うのですけれども、オンラインの事業の回数とか、それからどれだけの期間をされる予

定なのか、教材費も含まれているということなのですけれども、期間。 

　それから、もう一つ、講師が直接来られた場合は50万円、４分の３の150万円はオンラインで、あ

と４分の１の50万円は直接来られる講師に支払うということになりますか。25万円ですか。それは

何回来られる予定なのかもう少し説明していただきたいなと思っています。まず、そこまでお願い

します。 

〇委員長（高木直良君）　齋藤課長。 

〇こども未来課長（齋藤　徹君）　ただいまの再質問に、ちょっとすみません、説明が足らず、補

足させていただきます。 

　まず、先ほど40万円との何か、ちょっと混乱しているかなというふうな感じがあったのですけれ

ども、40万円はもともと我々の制度として、ニセコ町の教育委員会の制度として、子育て支援の活

動を行う方とかに対して一定の予算の範囲内で一定の条件のことは補助するような、例えばまちづ

くりサポート事業のような、そういった補助になるので、町からの補助、町から町民に対する何か

活動に対して補助するものになっています。その40万円とは別に、これ同じちょっと科目になって

いるので、240万円ってなってしまっているのですけれども、200万円に対しては水曜ほうかご探究

室の事業に対して補助するお金という形になっています。そして、開催する回数なのですが、今年、

今実施してもらっている実績でいいますと、今現時点で令和７年度で計18回開催していまして、大

体約20回程度の開催回数になるかなというふうに考えています。また、直接講師の方が来られて、

オフラインで講座するというのも夏と冬大体２回ぐらいというようなイメージをしているというふ

うに伺っております。 

　以上になります。 
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〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　先ほどの説明の中で、もう今年既にこの事業は、２年ほど前から探求教

室というのは始まっているわけです。それは、私の聞いている範囲では経済産業省の補助金をもら

って、２年間行ってきたと聞いておりますけれども、今年も、これは令和７年度になるのでしょう

か。学校で講師の方が中学校３回、高校で直接授業をされたと思うのですけれども、そういうのは、

これは今年度ですから、これ、これからの予算なので、その費用というのは経済産業省の中に含ま

れている費用の範囲内で精算されたのでしょうか。そこをちょっと伺いたいなと思っていますけれ

ども。 

〇委員長（高木直良君）　齋藤課長。 

〇こども未来課長（齋藤　徹君）　ただいまの再々質問にお答えさせていただきます。 

　副町長からの説明からもありましたけれども、令和７年度までについては経済産業省の、補足す

ると、未来の教室という実証実験の実証事業みたいなものがあって、その事業にこの事業者が直接

手を挙げて、採択されている事業なのです。それで、全国大体というか、全国５か所で同じような

実証実験をしていただいているということで、そこでニセコも町民の方からのつながりなどもあっ

て、ニセコでぜひ開いてほしいということでニセコでも開催していただいたということで、主に経

済産業省の予算を使って今年はやっていただいているという形になりまして、経済産業省の補助金

が令和７年度で終わってしまうので、それで令和８年度以降もぜひニセコでやってほしいという形

があるので、それで町でぜひ補助したいという形で今回予算化させていただいたという形になりま

す。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　２件になるかな、お伺いしたいと思います。 

　102ページの１項１目社会福祉総務費、19節扶助費、重度障害者タクシー料金扶助とありますけれ

ども、まずこの実績はどういう程度になっているのか。当初100万円に対して何％使われていますよ

という数字がもし分かれば、教えていただきたいなと思います。 

　それと、町の今のルールからいけば、いわゆる使い切り予算になっているのではないかというふ

うに思うのです。つまり重度の障害を抱える方がタクシーを利用しようとする場合、３月31日まで

は使えますけれども、４月１日からは新年度の新たに交付してもらうもので使うと。すると、生活

の中のタイムラグが生じるのではないかというふうに考えます。隣町では、その辺を制度化する中

で、利用者にとって利便性がある制度づくりをしているというふうに伺っています。だから、私も

それは十分やりようによっては対応できるものだというふうに考えますが、その点どう考えられて

いるかお伺いしたいと思います。 

　それと、先ほど同僚委員の質問に重複いたしますが、106ページ記載のいわゆる福祉施設の更新事

業ですとか、また経営維持に対する補助ですけれども、施設設備の更新に関わっての補助について

は維持をする上で理解はできるのですけれども、ただ全体を維持するために町がいつまで多額な助

成をしなくてはいけないのかと。これは、私が議員に就任してすぐにその質問もしたことあるので
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すけれども、ただずっとやっぱり今までこの流れできてしまっているという感じを持っております。

これいい、悪いではなくて、こういう流れにあると。今後ではどう対応していくのか。今のままの

流れでニセコ町は高齢者の福祉充実のための施策の一環として対応していくのだというような考え

方なのか、また別な考え方をもし持っているのであればその辺をお伺いしたいというのと、先ほど

来同僚委員の質問に対してお答えいただいている内容では、何に対していくらかかる、計上してい

る、もしくはその何％を補助として対象で見ましたという内容の内訳が全く不明、私にとっては理

解のできないものでありました。ですから、今この場でお答えいただくのではなくて、後ほどその

辺の資料を提供いただければいいかなというふうに思うのですが、その辺はどうでしょうか。よろ

しくお願いいたします。 

〇委員長（高木直良君）　重森課長。 

〇保健福祉課長（重森省宏君）　ただいまの篠原委員のご質問にお答えさせていただきます。 

　まず、重度タクシーの助成の実績のところなのですが、大変申し訳ございません、今手元に今年

度の数字等ちょっと用意しておりませんでしたので、後ほどご報告させていただければと思います

が、こちらについては全額出すとか出ているとかという形ではなくて、利用される方の実績によっ

てかなり増えたり減ったりというところがありますので、その方々の利用、これだけの予算があれ

ば支援する分に足りるという金額で計上させていただいているところでございます。 

　あと、これに係りまして、年度替わりのときの利用者のほうの不利益ないだろうか、ないような

形での運用ということのご指摘だったのですけれども、こちらにつきましてもさらに利用者の不便

がないように、例えばなるべく早めに次年度の申請の手続、ご案内の手続をするだとかということ

で、切れ目のないようなところをきちんと配慮しつつ運営してまいりたいと考えております。 

　続きまして、106ページの福祉会、高齢者施設の特別補助のところで私のちょっと数字的なところ

の説明が足りなくて、大変申し訳ございませんでした。こちらの具体的な数字につきましては、改

めてご案内させていただきたいと思いますが、採用する人数の状況だとか、あと先ほどお話しさせ

ていただきました減算の影響だとかというところで増減する部分がかなり動きがあるところではあ

るのですけれども、例えば先ほどお話ししていた中の給食外注費につきましては800万円程度の費用

がかかる部分の支援ですとか、あと外国人の採用の経費、７年度の、これまでの実績の部分なので

すけれども、外国人の登用については160万円程度必要になるだとかというところの金額があるとこ

ろと、あと減算に係る部分の収入減るところの経営の支援のところの部分は増減するところではあ

りますので、そういったところの積み上げというところになっております。中身につきましては、

ちょっとまた改めてご説明させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（高木直良君）　町長。 

〇町長（田中健人君）　ただいまの委員の質問に少し補足をさせていただきます。 

　福祉施設に度重なる補助、助成をしているという現状を踏まえて、これが増大していくのをどう

考えているか、今後どうするかということについての回答できればと思います。町として当然なが

らコストが上がるので、福祉施設をではもう一切補助しない、要は廃止するということには当然な

らないですし、ただ人件費高騰、物価高等々含めて事実維持していくためにも経費が上がっている
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というところは重く受け止めています。今まだ詳細をお話しできる段階ではないのですが、従来の

今の経営体制以外の方法も含めまして、今関係各所と協議をし始めております。今後持続可能な経

営体制も踏まえましてどのようにするべきかをしかるべきタイミングではまたご報告含めまして今

福祉会はじめ協議をしているというところでございますので、いずれにしても方針という意味では

何らかの形で体制については、あるいは施設の数については皆様とどういう在り方が望ましいかに

ついてはぜひ議論していきたいポイントでありますが、いずれにしても持続可能な形で維持をして

いきたいというような方針でいるということをお伝えいたします。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　１点目の重度心身障害者支援に関わるタクシー代なのですけれども、もっ

と単純に考えたときに、例えば倶知安町の例ですと年度更新で役場に来るのにタクシーを使わせて

くれなかったと。そしたら、そのときに９年度の分のチケット、それを使える状態にすればいいだ

けの話で、切替えをどうする、こうするではなくて、障害をお持ちの方が役場に来る、もしくは使

いたいときに使える状況、それをつくればいいだけの話ではないかというふうに思うのです。です

から、もっと柔軟に相手の立場に立った行政運営をできないものかどうかと再度お伺いします。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　年度替わりの不便さみたいなものが、大変申し訳ありません、ちょっと

細かく私のほうで頭に入っておりませんが、そういうような年度替わりの不便さがあるということ

で実態あれば、それはきちっと改善させていただきたいと思います。委員おっしゃるように、福祉

の部分は特にそうですけれども、ここまで補助するというようなことではなくて、きっちりと必要

な負担はさせていただくという姿勢で、変えるものは変えるという形で対応させていただきたいと

考えます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　106ページ、19節扶助費、老人福祉灯油扶助180万6,000円、これ私もちょっ

とあれなのですけれども、これはどのぐらいの件数があるのかをまず聞きたいです。 

　それと、これはその年の灯油価格に対しての平均なのか、それともどの部分で見るのかを１つと、

あともう一つ、たしか世帯収入が80万円以内みたいな、あと非課税でなければ駄目だとかいろいろ

あるのですけれども、これ高齢者にとって、多分町としてはビラか何か、広報か何かで出てくるの

かな、そういう感じで高齢者は知るのだと思うのですけれども、これは例えばそういう世帯に町と

して紙を、そういう世帯を狙ってプッシュ型って言ったらいいのかな、知らせるような形なのか、

それとも高齢者が自分で判断して、ここの枠にあるから、これは申し込んだら当たるのかという部

分はどのようにされているのかも聞きたいです。 

　あと、もう一つ、109ページ、上から１番目、ファミリーサポートセンター運営業務委託料1,263万

5,000円、これもう２年目ぐらいになるのかな。その部分で利用会員も80から109名でしたっけ。協

力会員も64から78ぐらいまで伸びているのかな。実利用人数も増加されているということで、全体
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的にかなり定着されているのかなと。この部分についてどのようにこのように増えていったのか、

その部分と、またこれから、これには上限があるのか、どのくらいまで人数的にはいけるのか、あ

とその部分でもしいけないなら今現在混み合っているとか、例えばどっちかが足りないとか、課題

もあればお聞かせお願いしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　重森課長。 

〇保健福祉課長（重森省宏君）　ただいまの髙瀨議委員のご質問にお答えいたします。 

　まず、福祉灯油の件数につきましては、今年度で35世帯対象で進めております。灯油の単価の基

準なのですけれども、ご案内するときの灯油単価をベースに400リットル分ということで支給をする

ということで進めております。 

　あと、ご案内の部分なのですけれども、一応案内につきましては民生委員の方々にお願いをしま

して、もともと対象になっている方へのご案内と、あと新たに対象になるような世帯ないかどうか

とかというところを民生委員の方々に伺いながら、新規であればまたそこに声かけてもらって、状

況を確認してということで進めさせていただいております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　齋藤課長。 

〇こども未来課長（齋藤　徹君）　ただいまの髙瀨委員のファミサポの関係のご質問いただき、あ

りがとうございます。まず、利用者、会員増についてのどのように増えてきたのかなというところ

なのですが、町としても一生懸命啓発、ＰＲしている部分があります。あと、ファミサポの委託事

業者であれば、まんまじょさんに対する委託の中でも様々な啓発イベントだとか子育て世代に対す

るメッセージを出し続けているという部分がありまして、口コミ等も含めておかげさまで徐々に右

肩上がりで増えてきたというような状況にあります。 

　またあと、人数の上限はというところなのですが、今のところさばけなくなるような人数に至る

というようなイメージではまだなくて、上限が何人というような明確なお答えはないのですが、さ

ばけなくなるような状況ではまだないのかなというふうに考えております。 

　また、最近の課題というか、状況だとか、そういった部分ですが、子育てを取り巻く状況という

のが年度ごとに結構様子が違うというか、例えば幼児センターとかと絡めてお話しすると、年度ご

とにバランスよくお子さんがいらっしゃるというような状況でもなくて、年齢によって多い年もあ

れば少ない年もあったり、それで幼児センターで受け入れれる、受け入れられないようなパターン

もあったりします。そういったときの受皿になったりだとか、あと最近はファミサポの利用者の方

でも非常に外国人の方も増えてきていまして、そういった方は例えば幼児センターのような継続的

な保育ではなくて、ある意味ベビーシッター的な断続的な保育を望む方がいらっしゃるということ

で、そういった方の受皿になっている、そういった多様性の受皿になっているなというように現場

としても実感しているというところです。一方で、そういったこと、いろいろ言語の対応だとか、

そういった部分はやはり困ったときには、こども未来課の職員でも英語の堪能な職員もいますので、

ちょっと説明手伝ってあげたりだとか、いろいろアドバイスさせていただいたりしているというよ

うな状況であります。 



- 32 -

　以上であります。 

〇委員長（高木直良君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

　なければ、これをもってこの部分の質疑を打ち切りたいと思います。 

　この際、議事の都合により午後１時まで休憩したいと思います。 

 

休憩　午前１１時５０分 

再開　午後　０時５５分 

 

〇委員長（高木直良君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

　　　　　　◎発言の訂正 

〇委員長（高木直良君）　ここで総務課長より訂正の申出がありますので、これを許します。 

　福村課長。 

〇総務課長（福村一広君）　私のほうからちょっと訂正がございます。先ほど88ページの防災会議

の部分、非常に分かりにくかったということもありましたし、ちょっと私が古い書類を見ていて、

勘違いしたところもございますので、改めて訂正と説明させていただきたいと思います。 

　まず、防災会議委員の報酬については防災会議委員の報酬と、それから原子力防災専門委員の報

酬、それから国民保護協議会というのがございまして、この３つの委員会で報酬を支払う委員に対

しての合計が３万9,000円ということでございます。 

　それで、私先ほど女性委員のほうがいないということでちょっと誤った説明をさせていただきま

したが、防災会議条例の改正に基づいて、７年の３月１日付で女性委員を３人追加してございます。

現在14名の委員がございまして、構成は警察署、それから役場職員が５名、それからあと消防関係

が４人、それから道路管理者が道道と国道で２人、あとバス会社、建設業協会、あと消防などを構

成メンバーとしております。女性については、民生委員から１人、それから女性の消防団員から１

人、それから役場職員で防災士を取っている女性職員を１名、この３名を追加したということでご

ざいます。そのうち報酬を支払わなければいけない委員が５人ということでございます。また、原

子力防災については女性はいらっしゃいませんが、７人、これについても例えば役場職員と、あと

消防、それからラジオニセコなどの職員を構成メンバーとして７人構成しております。また、国民

保護についても11人でございますけれども、これについては女性はおらず、これについても構成は

役場職員や関係団体、消防などを入れてございます。訂正しておわびを申し上げます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長の発言が終わりました。 

　議事に戻ります。 

 

　　　　　　◎議案第１５号（続行） 
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〇委員長（高木直良君）　次に、歳出の４款衛生費について質疑を許します。質疑はございません

か。 

　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　121ページ、12節、じんかい収集業務委託料は人件費とごみの増、空き瓶、

ペットボトル分別保管業務委託料も資源ごみの増と聞いております。令和６年度や７年度の実績か

ら増額となっていると思うのですが、増額となっているのはいわゆる分別するから増額になってい

るのか。 

　またそれと、どのぐらいの量が増加しているのか。言葉では増加しているといっても、どのぐら

いの量が増加しているのかトンあるいは立米で説明していただけれればと思いますが、これについ

て伺います。 

〇委員長（高木直良君）　富永課長。 

〇町民生活課長（富永　匡君）　小松委員のご質問にお答えをします。 

　まず、ごみの増えている、分別をしているかどうか、もちろんきちっと分別されていれば、ちゃ

んとされているところに増えていくというところだと思うのですけれども、されていないと逆に燃

やさないごみですとかミックスごみといって、ちょっと高い単価の処理量になってしまうので、基

本的には分けてもらっている分が増えているということです。 

　それで、ごみの収集の分のトンか立米でということだったのですけれども、私の資料がキログラ

ムだったので、キログラムでいいですか。 

（何事か声あり） 

　まず、可燃ごみにつきましては、令和５年で92万1,500キログラムで、令和６年で、ちょっとこれ

減っていますけれども、88万9,420、令和７年の見込みが88万キログラムという形で見ています。そ

れで、令和８年、来年度の予算につきましては91万9,000円を見込んでおります。あと、不燃ごみで

すけれども、不燃ごみにつきましては、令和５年が42万1,000キログラムになって、これは不燃ごみ

の不法投棄ですとか、たまたまそこの部分がちょっと多かったということになるのですけれども、

令和６年で13万4,000円、令和７年見込みで13万5,000円、令和８年見込みで15万4,000円という形に

なっております。資源ごみの資料がちょっとございませんで、後でいいでしょうか。後で示したい

と思いますけれども、いずれにしても全体的には微減だったり、微増だったりということで推移は

しています。ちょうど令和５年度の部分でコロナ禍が明けたというか、規制がなくなったときが一

番、反動といいますか、それで増えて、あとは徐々に減ったり、ちょっと増えたりという形で推移

をしていくという形です。 

　あと、説明の中でちょっとなかったのですけれども、可燃ごみの処理量が今年度まではキロ50円

の消費税という形だったのですけれども、来年度から55円の消費税ということで上がるので、その

分も勘案して増えているという形になっています。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　ちょっと確認です。 



- 34 -

　結果的にミックスごみは最終的に分けなければいけないと。いわゆる分別しなければいけないと。

そういう作業もあると。あるいは、可燃ごみ、不燃ごみについてもいわゆる結果的に量的に増えて

いると。おまけに、今説明あったように、可燃ごみについてはキロ50円から55円になるということ

で、そういった部分が含められて増額になっているということで認識してよろしいでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　富永課長。 

〇町民生活課長（富永　匡君）　そういう認識でよろしいかと思います。 

　あと、じんかい収集業務委託料で１億2,611万5,000円という形で予算を計上しているのですけれ

ども、単純にごみが増えたというよりも、そのうち、実は今年と昨年とずっと収集車の火災が発生

をしておりまして、それの対策費ということで、火災があるとパッカー車を塚越産業の裏にまで運

んで、そこで全部ごみを出して、消火をして、その後警察、消防と出火原因を探して、その後全部

また戻すという作業がありまして、塚越さんの裏が未舗装ということで、出したごみをしまうので

すけれども、それに１時間、２時間ぐらいかかって、あと細かなガラスとかないように拾うと大変

なので、そこをコンクリートで舗装して、それでそこに開けてもらって、現場検証というのですか、

それもやりやすいし、後の片づけもやりやすいということで、一応900万円ぐらい見てプラスしてい

るので、ちょっと増え方が大きいという形になっていますので、その辺はご承諾いただきたいと思

います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　１問質問です。 

　ページで122ページの17節、物品購入費のごみステーション247万5,000円は、何台分のごみステー

ションでしょうかということと、新設というか、新しくごみステーションが増えたのか、取替えに

なったのか教えていただけたらと思います。 

〇委員長（高木直良君）　富永課長。 

〇町民生活課長（富永　匡君）　資料見ているので、ちょっと待ってください。 

　ごみステーションの、基本的には新規ということで１台25万円の９台分の消費税ということで見

ております。ただ、新規に作成をして新たに設置するのか、これから壊れているところ取り替える

かというのは、ご要望がこれから来たらそれ随時やるということで、現在は９台分の予算をもって

来年度対応したいという形でございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

　これをもって質疑を打ち切ります。 

　次に、歳出の５款労働費について質疑を許します。質疑はございませんか。 

　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　126ページ、12節委託料、農産物付加価値向上推進事業委託料は、昨年に引

き続き総務省の地域力創造アドバイザーを活用してニセコ産野菜の価値を高め、地域力を向上させ
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るための取組と認識しているのですが、127ページの18節、農産物付加価値向上推進事業補助590万

円は、昨年度より200万円の増加となっておりますが、これは農産物ブランドを情報発信すると聞い

ておりますが、具体的にどのような展開を行っていくのか伺います。 

〇委員長（高木直良君）　長田参事。 

〇農政課参事（長田陽介君）　ご質問ありがとうございます。今の小松委員のご質問にお答えしま

す。 

　昨年から200万円ほど上がっているというところで、正確に言うと今年度、令和７年度に関しては

ブランドの発信すべきもののロゴマークであったりとか、ニセコ町の野菜の価値を明確化するとい

うところのまずは発信する大本をつくるというような内容になっていました。おっしゃるとおり、

来年度、令和８年度はそれを使って情報発信を行っていくというような段階になっています。今想

定している内容に関しましては、これ直売会に関する補助になっております。ニセコ町産の野菜と

いうふうなところを一番販売してお客さんを集めている直売会に対しての補助なのですが、その店

頭、お店の中のポスターであったりとか、棚のパネルであったりとか、お野菜に貼るシール30万枚

ぐらいとか、使用している段ボールとか、そういった店内での訴求を強めていくものに今金額を充

当することを想定しているというところが一つですと。もう一つは、対外的に発表していくために

もホームページというものを新設しなければいけないので、そのホームページの費用というところ

を見込んでいる状態ではございます。ただ、先日直売会の総会にて今年度のご報告をさせていただ

いて、活動を具体的にどの範囲でどれぐらいの広さでやっていくのかというのは直売会に所属され

ている農家さんと実際に話しながらその範囲を決めていこうねというようなお話しさせていただい

ている状態ですと。今現状見込んでいる予算というのはマックスで、一回店頭で見せていく、情報

発信をしていくということを想定した予算になっております。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　132ページのところの有害鳥獣駆除業務委託料1,294万円があります。こ

れとちょっと関連づけて、まずこれ１点と、それから次のページの133ページの下から２番目なので

すけれども、有害鳥獣駆除対策事業補助380万4,000円が計上されています。実際これ実績というの

ですか、これ計上しているのですけれども、実績はどういう状態なのか。この予算に対して実際ど

うなのか。町長の行政報告の中に令和６年度と令和７年度の実績、それから内訳とか載っているの

ですけれども、実際この予算を計上して、どのように向上していくというか、あまり実際に変わら

ないような状態が見られるのです。町長の行政報告の中ではこれに関わる人員と、例えばカラスと

か鹿とかタヌキとかアライグマとかの駆除、その人員と頭数と前後するというか、ほとんど同じよ

うな状態でいっているのが現状のようなのですけれども、これこういう予算計上しているのですけ

れども、これで今後この予算でどういうふうになるのか、ちょっとその辺りのところを説明してい

ただきたいなと思っています。よろしくお願いします。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　ただいまの斉藤委員のご質問にお答えします。 

　有害鳥獣駆除対策事業ということで、例年予算をかけて駆除対策しているわけですけれども、こ
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れやはり若干いたちごっこという部分はあるかもしれませんけれども、これをしないことには農業

被害を抑えるということができないというふうな認識の下、これもちろんお金をかけて駆除をどん

どん、どんどんやっていけばやっていくほど頭数もやっぱり増えるという部分、側面もあると思い

ますけれども、ただこれをやらないというふうになると、さらなる繁殖といいますか、生息の増大

といったものにつながっていくのかなというふうに思っていますので、確かにいたちごっこの部分

ある……対症療法といいますか、という部分ありますけれども、これを継続して実施していきたい

というふうに考えております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　ありがとうございます。実際農業、こういう野生の鳥獣被害額が年間

3,000万円ぐらいと聞いているのですけれども、それにまたそのための対策にもそれだけの金額がか

かっているようなのですけれども、もっと、お金をかければかけるほどっておっしゃったのですけ

れども、そしてまたいたちごっこという言葉もおっしゃったのですけれども、もう少し有効な手段

というか、検討できないものかなと思っているのですけれども、いかがなものでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　ただいまの再質問でありますけれども、現状においてはこういった駆

除というところが今できる対策なのかなというところあるのですけれども、今後いろいろ情報収集

しながら、他町村の状況なども収集しながら、何か国等から国の情報とかも得ながら新たな対策等

を何か見いだせれば取り組んでいきたいとは思いますけれども、現状こういった状況で対策を続け

ていっております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　町長から財源について少し説明してくれということでしたので、私の

ほうから財源について説明します。 

　この委託料に関しては、特別交付税措置で８割の支援があります。また、補助については0.5、２

分の１の補助があるということで、有害鳥獣については全国的にニセコ町だけではなく、全国、野

生の種類は違いますけれども、非常に被害が多くて、昨年は熊の被害もかなり多かったということ

もあって、国も非常に力を入れている分野ではあると感じております。補足すれば、私農政課長時

代に始めた補助ではございますけれども、行政報告でも見て分かるとおり、１年で70件以上の捕獲

に至っているという状況からも被害はかなり増えてきているということですし、これまでも、私農

政課から10年ぐらいたちますけれども、10年間ずっと補助し続けて、それでも足りないって農家さ

んから言われているものですので、非常にそういった支援は今後も引き続きしていく必要はあると

思っております。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　最後に、これ質問にはならないのですけれども、今までどおりやってい
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てこの実績で、あまり効果はそれほど見られないけれども、やめるわけにはいかないというのが現

状だと思うのですけれども、もう少し何か検討というか、新たな対策というか、そういうことを関

連町村も含めて検討、研究というか、できないものかなということが私の思いなのですけれども、

お答えになっていただかなくても結構なのですけれども、そういうことで一言申し上げます。 

〇委員長（高木直良君）　回答はよろしいですね。 

〇７番（斉藤うめ子君）　回答してもしなくてもよろしいです。 

〇委員長（高木直良君）　総務課長。 

〇総務課長（福村一広君）　すみません。効果がないわけではないと思っています。ただ、ニセコ

町の場合はやっぱり農地面積が非常に広いですから、それで電牧をかけるにもかなりの距離数出て

おりますので、毎年度毎年度農家さんも工夫しながら、作付の部分もどういうふうな作付するかだ

とか、一応輪転作というか、転作状況も非常に考えながら多分していると思いますので、毎年度毎

年度きちんと行政として支援していくのは当然至極のことではないかと思いますし、猟友会もしっ

かりその辺考えて、どういう狩猟がいいのかというところも踏まえてきちっと考えながら毎年度苦

労しながらやっておりますので、効果がないということでは全くございませんし、これは続けてい

くことが重要ではないかというふうには認識しております。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　127ページ、上から５番目、化学肥料低減・地力維持支援事業補助、これに

ついてちょっと内訳を聞きたいです。 

　もう一つ、130ページ、12節委託料、換地計画作成業務委託料3,200万円、これに関しては国営農

地の部分で、令和10年度かな、で最終、今進捗具合は98ぐらいはいっていると思うのですけれども、

これ最後のほうの委託になっていくのかなと思いますが、この部分で、換地の部分で、例えば田ん

ぼ、畑、いろいろ皆さん作られているものなのですけれども、一番多いのはやっぱり田んぼなのか、

畑なのか、換地の部分。そして、どのぐらいのこれ筆数があるのかということと、最終的に換地す

るところであって、今年中には全部換地が終わるのか、その辺もちょっと含めて聞きたいです。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　ただいまの髙瀨委員のご質問ですけれども、こちら化学肥料低減・地

力維持支援事業補助金ということでございますけれども、こちらにつきましては提案説明のところ

でもご説明いたしましたけれども、化学肥料や農薬の使用を最小限に抑えるクリーン農業の実践及

び緑肥作物を利用した連作障害の回避、輪作体系による地力維持を目的とした活動を支援するとい

う内容でございます。こちらにつきましては、そういった化学肥料の低減の取組に関して補助する

ものでございまして、予算としましては５万円掛ける30人分というような積算をしていますけれど

も、この中身につきましては従前のクリーン農業の継続というところからこれまでありましたＹＥ

Ｓ！ｃｌｅａｎの取組ですとか、あと緑肥作物の従前の奨励事業、こちらの内容を網羅しているも

のでございます。現段階ではこの２つを合わせた形での新たな補助事業というような仕組みで考え

てございます。 
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　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　石山室長。 

〇国営農地再編推進室長（石山　智君）　それでは、ただいまの髙瀨委員のご質問にお答えいたし

ます。 

　国営の換地なのですけれども、令和７年、８年、９年ということで、換地処分、３工区あるので

すけれども、１年ごとに順番にやっていくような予定でおりまして、今年度川北工区の換地処分、

こちらのほうが終わったところです。来年度につきましては、東部工区の換地計画の策定と、東部

工区については換地処分までを予定しております。それと、令和８年度は南西部工区の換地計画の

策定ということで、処分の手前の部分、換地計画を立てる予定になっておりまして、令和９年度に

南西部工区の換地処分ということで予定しております。面積についてなのですけれども、東部工区

の換地の面積が約264ヘクタール、南西部工区については601ヘクタールとなっておりまして、国営

地区の全面積が1,490ヘクタールになるのですけれども、このうち川北工区の換地が126ヘクタール

ぐらいありましたので、そのうちの全体で1,490ヘクタールのうちの1,100ヘクタールが換地の区域

ということになっております。畑と水田の割合なのですけれども、1,490ヘクタールのうちの約400ヘ

クタールが水田となっておりまして、400ヘクタールは全て換地の区域に入っております。残りの

600ヘクタールが畑の区域となりますので、川北工区については水田の面積ほとんど、10ヘクタール

未満でしたので、残りの390ヘクタールが東部工区と南西部工区の水田の面積になりますので、残り

が畑の面積になります。なので、比率からいきますと畑のほうが面積としては多いというような形

になります。ちょっと筆数なのですけれども、細かい資料がないので、筆数のほうは今、後で説明

させていただければと思うのですけれども、手元にないので、今ちょっと説明できない形なのです

けれども、一応以上になります。 

〇委員長（高木直良君）　髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　先ほどの化学肥料のほうなのですけれども、これは堆肥のほうは関係ない

のかなということと、最後の次のやつの換地の部分、最終的に国営全体として考えて、完全な終了

年度はいつ終わるということを最後聞きたいです。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　堆肥に関する補助の関係ということでしょうか。こちらには、入って

おりません。別途そちらはそのまま継続してございます。 

〇委員長（高木直良君）　石山室長。 

〇国営農地再編推進室長（石山　智君）　それでは、換地の部分について、公共事業の部分につい

てお答えいたします。 

　国営事業につきましては、事業工期が令和９年度までになっておりますので、残りあと２年とい

うことになっております。工事に関しましては、令和８年度に工事の部分が完了するということを

予定しております。最後、令和９年度におきましては南西部工区の換地処分、ここの部分の作業が

残るというような状況と、あと内部的なものでいけば精算金の関係、そちらのほうの作業、内訳の

整理ですとか、その辺が残ってくると思います。 
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〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　１件お伺いをいたします。 

　ページは128ページ、４目畜産業費、18節、負担金補助、この中の飼料高騰対策事業補助とござい

ますけれども、昨年度に比べますと５万円少々今回予算は下がっているということですが、まず飼

料高騰に対する考え方がいつ時点の飼料に対する金額の高騰幅がいくらで考えられているのか、そ

の点をお伺いしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　ただいまの篠原委員のご質問でございますけれども、こちらのほう確

か令和５年ぐらいに飼料高騰対策ということで始めているところでございますけれども、具体的な

この額に対してこのという算定まではしていないのですけれども、当時の価格高騰の状況から状況

的には引き続き続いているというところから、今年度につきましても引き続き支援してまいりたい

というところでございます。こちらにつきましては、酪農家さんの入牧料ですとか、市の預託の関

係ですとか、あと牧草の売払いですとか、そういった酪農に由来する特化した部分に対する補助と

いうふうな位置づけになっております。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　今のお答えの中では、今回の予算を計上するに当たって、積算の根拠とし

て市場価格を調査した上で、いくら足りないから、その分について町として補助しようとする考え

方が一切ないということでよろしいのかどうか。だとすれば、本来飼料高騰ではなくて、畜産対策

というような名目での補助をするべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　ただいまの再質問でございますけれども、確かにご指摘のとおり、明

確な価格差といったものを算出しての補助というふうな仕組みにはなっておりませんので、篠原委

員おっしゃる立てつけというか、考え方もごもっともな部分もあるのかなというふうに思います。

ちょっと今後につきましては、そういったことを加味しながら、また引き続き支援をしていくかと

いうところを検討していきたいというふうに考えます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　私のほうから少し補足をさせていただきたいと思います。飼料高騰の部

分は、ご存じのとおり去年から対策として実施をしたということですが、恐らく委員ご指摘のとお

りの部分で、高騰はするけれども、下がるのかと、そもそも。ずっと続けるのかということも一つ

の質問のご趣旨かというふうに存じ上げます。それで、今年度についてまでは恒久的に実施すると

いうことではなくて、これまで行っている飼料高騰対策については今年度についてまでは実施をし

ますが、来年度以降の部分については改めて実施をするかどうかということについてはきちっと検

討させていただくということになろうかと思います。ただ、今細かな実績を持ち合わせていないと

いうことでございましたが、これについては農業者の皆さんの聞き取り等含めて、飼料高騰が続い
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ているということについては間違いないところだと存じ上げておりますので、そこの部分について

はもうちょっと分かりのいいように、きちっとこのような根拠ですというところをお示しできるよ

うにさせていただきたいと考えております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　何て言っていいのか困ってしまいます、これ。そもそも予算編成するに当

たっての根拠が薄れてきたという、大変厳しい言い方ですけれども、そういうことになってしまっ

てはいけないわけです。だから、先ほど福祉でも私お話ししましたけれども、本当にこうだからこ

うだ、去年こうだから今年もこうだとかという、そういう単純な目ではなくて、根拠を持つような

視点を持った仕事をぜひしていただきたいなというふうに思いますし、また今回の質問を契機とし

て畜産業者に対する助成をしないというわけではなくて、しっかりとした実態把握と並びに現状把

握、畜産業者の実態と、それから市場等の価格の実態の把握と、そういうものをしっかりして、町

としてしっかりとしたバックアップをするのだというような体制をぜひとも取っていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　その辺りについては、確かにご指摘のとおりということでございます。

私どもも全くただただ継続でというつもりでは決してございませんので、各種農業の団体の皆さん

の総会等にもきちっと参加をさせていただきながら、実態としての飼料高騰、それから肥料の高騰、

例えば酪農家さんでいえば個体の価格が安いということも含めて、それらのところは数字的なもの

はございます。ただ、我々としてそれをまとめているという形は取っておりませんので、その辺の

ところはきっちりと根拠を持ったお示しができるようにさせていただきたいと存じます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　山口課長。 

〇農政課長（山口丈夫君）　ちょっと補足させていただきます、説明がありませんでしたので。 

　先ほど現在の飼料価格との明確な差という部分ではちょっとお示しできませんでしたけれども、

この補助金の算出に当たっては３つの項目がございまして、１つは集約草地の貸付補助ということ

で、集約草地を貸し付けるに当たりその分の補助金を見ているものと、あと今度集約草地の入牧、

牛の入牧の費用、これに対する補助、それぞれ集約草地の貸付補助が32万6,480円と。それから、集

約草地入牧料の補助ということで、こちらは120万2,790円、それから集約草地から収穫された牧草

の売払いの補助ということで37万4,000円と。こういったものについての補助という中身になってお

りますので、補足してご説明させていただきます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　町長。 

〇町長（田中健人君）　最後に、補足いたします。 

　すみません。説明が長くなってしまって恐縮ですけれども、今課長や副町長からも話ありました

が、まず委員のご指摘の実態に即して、例年どおりやるというものでは本来あるべきではないので
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はないかというご指摘は、甘んじてしっかりと本件に限らず総合的に予算編成のタイミングでは見

直しをしていくべきポイントだと受け止めております。ただ、今課長からも話ありましたが、明確

に物価高騰の基準があるというものではないのですが、今課長が説明した大きく３つの補助のメニ

ューがあるものの、金額の根拠としましては過去５年間の実数値に合わせて、その平均値で金額を

算出をしております。ただし、直近５年といいましても特に令和３年、４年についてはコロナ禍で、

例えば放牧の控えがあったということも加味していますので、令和３年、４年については外すなど、

詳細については多少ありますが、直近５年間の実数値、実績に応じて補助金額の算出をしていると

いうものが今回の予算の根拠となっておりますので、併せて補足をさせていただきます。いずれに

しましても、しっかりと高騰というものも畜産だけに限らず、間違いなく高騰はしているというと

ころでありますが、補助的な意味も含めて、昨年度はこれは国の交付金も活用した事業だという話

も私は聞いていますけれども、この辺り実態に応じてしっかりと次年度以降は襟を正してといいま

すか、見直すべきところは見直して、より効果的な補助をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

　なければ、質疑を打ち切って、次の項目に移ります。 

　次に、歳出の７款商工費について質疑を許したいと思います。質疑はございますか。 

　木下委員。 

〇８番（木下裕三君）　５点質問させていただきます。 

　１点目、137ページ、下から７番目なのですが、Ｗi―Ｆi導入調査実証業務委託料4,000万円とな

っていますが、かなり大きな予算額なのですけれども、この予算の内訳とか、どういったところ想

定しているのか等含めて具体的な内容をちょっとお知らせいただきたいというのがまず１点。 

　それと次、139ページです。139ページの下から５番目です。ニセコ観光局プロジェクト協議会負

担金115万円です。去年はなかったのですけれども、懐かしい言葉が何かまた復活してきて、これに

関してちょっとまたご説明を詳しくいただきたいなと思っております。 

　続きまして、３点目、次は140ページです。この中ほど、地域イベント助成事業補助1,500万円な

のですが、すみません、これプロモーションという言葉までは聞き取れたのですが、ちょっと聞き

取れなくて、改めて、申し訳ないです、ご説明をいただきたいと思っております。 

　そのページ一番下、観光人材確保・育成支援事業補助1,720万円、これ昨年よりも大幅に増えてお

ります。研修視察、産業支援組織等のことは出ているのですけれども、大幅に増えたところの中身

のところをお知らせいただきたいと思っております。 

　最後、５番目になります。141ページ、上から２番目、プロモーション動画作成ＰＲ事業補助1,840万

円です。これ昨年の倍ほどになっているのですが、昨年ですとミニケストラとかＶＲコンテンツと

かサイネージというふうになったのですが、倍になったということでどこまでやるのかと。ターゲ

ットを絞ったプロモーションというご説明は聞いたのですけれども、ちょっとここもさらに詳しい
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ご説明をいただきたいと思います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　商工観光課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　ただいま木下委員のご質問にお答えします。 

　いっぱい質問ありがとうございます。まずは、Ｗi―Ｆiの想定内容とどういった内容なのかとい

ったところだったと思います。まず、今こちらの調査事業というところで上げている予算に関して

は、昨年から宿泊税の活用に関して様々な事業者さんですとかニセコ町民ですとか、いろんなとこ

ろで意見交換をしてまいりました。その中で特にスキー場エリア、観光地エリアについてＷi―Ｆi

があったほうが来られる観光客の方の利便性向上が図られるのではないかという意見がございまし

て、またニセコ町内、Ｗi―Ｆiが通じないと例えばバスが来るですとか、そういった情報がなかな

か外国人にとっては取りづらい状況等もございますので、そういったことを鑑みてこのたび調査事

業を行いたいといったものでございます。数字の積み上げのほうなのですけれども、今実際相談し

ている事業者がおりまして、詳しい数字はまだ出てきておりません、実は。その中で一旦4,000万円

程度あれば調査事業と、もし話がきちんと進めば一部実証として設置を考えてございます。今想定

されているところは、東山、アンヌプリ、モイワエリアを中心として、まずはどこからというとこ

ろも今相談段階なのですけれども、これから事業者等にＷi―Ｆiを例えば設置するときに建物など

協力いただけるのかなどのアンケートを今これから取る予定になってございます。調査の内容なの

ですけれども、通信設備をどこにつけたらきちんとエリアの中でＷi―Ｆiが使えるのか、また電力

はどこにあるのか、共架するにはどこがいいのか、例えば北電柱への共架などはできないそうなの

で、周辺のＮＴＴ柱ですとかニセコ上の電柱がどこにあるのかなど、そういった細かい調査事業を

していくというようなものになってございます。 

　次に、観光局の負担金の件です。何年ぶりかの事業、確かに予算化なのですけれども、今回上げ

ている予算の件なのですが、これは観光局を今後どうするかの議論ではなくて、実は去年の総会時

にせっかくニセコ、倶知安のこういった観光局を検討する枠組みがある中で、例えばこれから新幹

線を見据えた公共交通等の課題など、この枠組みの中で勉強会なり検討してはどうかといった話が

総会の中で出ました。そこで、来年度から２年をかけて予備調査期間というか、勉強会をしていこ

うというような話になってございます。その中で地域、関係事業者、観光事業者、バス事業者、タ

クシー事業者など含めた中で想定される問題点ですとか将来的に向けた交通網の在り方などの勉強

会をやっていこうというところで、ニセコ町と倶知安町で折半をして、およそ230万円程度視察です

とか事業者への委託費などを考えているもので、230万円を両町案分して135万円といったところに

なってございます。 

　次が地域イベント1,500万円です。地域イベントの補助ということで、こちらも新たなものになっ

てございます。こちらもニセコ町のグリーンシーズンの入り込みが減ってきているという問題点を

含め、どうしたら盛り上がりですとか魅力発信ができるかというようなことを意見交換をした中で、

イベント開催等を行ったらいいのではないかという意見もございました。しかし、なかなか町独自

でイベントを開催するというのは、人手等含めた中で現状から増やすことはなかなか難しいという
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ところもありまして、例えば民間主体で新たなグリーンシーズン誘客に向けたイベントを開催です

とか、今ある既存イベントをもう少し充実させるですとか、エリア連携をしていくプロモーション

を行うですとか、そういった強化など行う団体への支援をしていこうと考えてございます。こちら

は、今これから立てつけを考えているところなのですけれども、現在においては新規単独事業、上

限100万円ですとか、地域連携しながらやる、例えば事業者３社共同でやっていく場合には200万円

ですとか、何かそういったところで支援を考えてございます。 

　次は、観光人材確保・育成支援事業補助といったところです。こちら２本立てになってございま

して、一つは昨年度から行っております商工会ですとか観光協会の人材育成、例えば新たな研修を

受けるですとか、こういった取組をしていきたいことを勉強したいといったところへ支援するもの

のほかに、新たにこちら観光協会への体制強化のほうを見てございます。それが1,500万円となって

ございます。現在先般から……ご承知のとおり観光協会の事務局長がこの３月で派遣が終了となっ

てございます。きちんと地域に根差した形の新たな事務局長を入れたいということで、現在採用に

当たって今動いているところではございます。そういったところの支援ですとか、観光協会の体制

を強化をするために1,500万円を活用するといったところを予定してございます。今回これだけでは

なくて、地域活性化起業人を活用して、旅行部門に関して企業さんの派遣を１名受けることになっ

てございます。その裏材としても宿泊税を活用しながら、観光協会の体制整備を今後どのようにし

ていくかというところをここで支援していきたいと考えてございます。ただ、体制によっては、採

用の内容によってはこの1,500万円を全て使うというわけではなく、状況に合わせた補助の仕方とい

うことになっていきます。 

　次に、プロモーションの関係です。プロモーション動画ＰＲ事業補助というところで、木下委員

おっしゃったとおり、ミニケストラの部分もあるのですが、そちら昨年より実は予算落としてござ

いまして、そちらの中身は300万円程度見てございます。そのほかに今回電子書籍の「旅色」という

ものを新たに活用して、ニセコ町全体の夏のプロモーションといいますか、旅前の情報を出してい

きたいと考えてございます。その「旅色」って何だというものなのですけれども、結構近隣でいう

と岩内町さんですとか仁木町さんですとかも活用しているのですが、有名な俳優さんを使いまして、

実際にこちらに来ていただいて、観光体験ですとか宿泊をしていただいて、それを情報として旅の

雑誌として出すものになってございます。こちらは、今考えているのは、いろいろなパターンがあ

るのですけれども、電子書籍と動画２本を予定しているものでございます。この「旅色」なのです

けれども、現在月間の読者数663万人が見ているようでございまして、見ていらっしゃる属性が20代

から50代までの女性が多く、収入でいくと500万円から1,000万円程度の読者が多いといったところ

で、そういったところに刺さりますとこちらに来ていただく効果もあるのではないかというところ

です。また、観光だけではなくて、情報的にはニセコ町をきっかけにふるさと納税もしていただく

ような内容もこの中で発信していきたいと考えてございます。こちらに関しては、交付金を活用し

ながらやる予定になってございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 
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〇５番（高井裕子君）　４点質問させていただきます。 

　ちょっと木下委員とかぶっている部分もあるのですけれども、まず１問目が137ページ、12節委託

料、観光情報発信強化業務委託料、昨日副町長からのご説明ではサイコーニセコのサイトの委託料

だったかと思うのですけれども、ニセコリゾート観光協会にはもともとホームページが別に存在す

るのかなと思っていて、サイコーニセコも非常に見させていただいたら面白い内容だったのですけ

れども、これを観光協会で２つのサイトを継続というか、更新し続けていくということなのかとい

うことが１点と、あと137ページ、12節委託料の、新規だったかと思うのですけれども、ＭＩＣＥ振

興業務委託料の内容を教えていただきたいです。 

　３問目が先ほどの木下委員とかぶっていて、ご説明いただいたのですけれども、137ページ、12節

委託料のＷi―Ｆi導入調査実証業務委託料で4,000万円という、これこそ本当に高額だったので、こ

れは今ご説明いただいたのですけれども、スキー場のどこにいてもＷi―Ｆiを使えるというような

認識なのか、建物の中だけではなくて、スキー場の山で滑っているときにＷi―Ｆiが必要だという

ご意見なのかちょっと伺えればなと思っています。 

　それと、最後になります。140ページ、中段よりやや下にあります観光プロモーション事業補助

1,000万円なのですけれども、ほかにも、先ほど木下委員からもあったように、プロモーション動画

とかプロモーションの作成とかが、ターゲットも違うとは思うのですけれども、こちらの事業内容

を教えていただけたらと思います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　高井委員のご質問にお答えしたいと思います。 

　まず、最初のオウンドメディア、サイコーニセコの運営の関係です。確かにホームページとして

は観光協会の通常のホームページとこのサイコーニセコのオウンドメディア、２つございまして、

運営は２つといったところになります。ただ、しかしこれ目的が違っていまして、普通のホームペ

ージのほうなのですけれども、そちらは通常の観光協会とはですとか、ニセコ町の観光情報はこう

いうことがあるよのインフォメーションですとか、誰がどこを見てもそこに行ったら情報があると

いったものになります。オウンドメディアは目的がございまして、こちらのほうは先般から言われ

るニセコ価格等の影響を受けて夏の入り込みが落ちている、そこをどうすべきかといったところに

きちんと今のニセコを伝えることを目的として、高いだけではないニセコを伝えていこうといった

目的のものになってございます。こちらのほうは、観光協会にはなっているのですけれども、ラジ

オニセコのほうで中身の編集ですとか、管理運営を行っていただいてございます。なので、例えば

ラジオニセコでパーソナリティさんがお話ししたことをまたこの記事に当てて、聞くだけではない、

次は読むラジオとしても使えるといったところになってございます。 

　次、ＭＩＣＥの振興支援のほうなのですけれども、こちらは観光入り込みの平準化の一つとして

ＭＩＣＥ誘致の対策の一つでございます。これで何をするかといいますと、今ＭＩＣＥですとか合

宿で来られる方の移動でバスの借り上げ等が高騰しているのもあり、こういった田舎なので、そう

いったバス等の移動がないとなかなか選択肢に出てこないという弊害もあるのかなといったところ
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で、例えばそういったバスの支援ですとか、ホテルを使うときの会場費の支援を行うことでニセコ

を会議の場などに選んでいただく施策の一つとなってございます。それも、ただニセコに宿泊して

会議を行うだけではなく、プラスアルファで例えばニセコの中の体験ですとかニセコのお土産品を

購入するなど、ニセコの地域経済にも貢献するような取組があった場合にも支援していこうという

ような制度設計を今考えているところでございます。 

　次、Ｗi―Ｆiの件なのですが、今想定していますのは、スキー場の山の上でＷi―Ｆi使えればき

っと一番いいのでしょうけれども、多分それをやってしまうとこんな金額では全くできないかなと

いったところがありまして、今想定されているのはスキー場の降りたゲレンデ周りですとか宿泊施

設が集約しているエリア、歩いて例えばアンヌプリのピザ屋に行こうかなと言ったときも、ちょっ

とＷi―Ｆiがきちんとつながって、場所がきちんと分かるですとか、あともう一つ想定しているの

はバス停です。バスロケを使ってバス位置を知ることとかできるのですけれども、そこでＷi―Ｆi

がつながっていると今どこにバスがいてですとか、バスが遅れている情報ですとか、そういったこ

とは取れるようにバス停がある場所をＷi―Ｆiが飛ぶようにできないかなどを想定してございま

す。 

　あと、観光プロモーション事業1,000万円です。あちこちにちょっとプロモーションがあって、す

み分けが難しいかなと思ってございます。こちらは、グリーンシーズンに向けたプロモーションで

はあるのですけれども、事業者との意見交換の中でもいろいろ出てきたのですけれども、小さな宿

ですとか、そういった魅力発信をもうちょっとしたほうがいいですとか、夏のコンテンツをもう少

し充実させたほうがいいというご意見もございまして、今までもちょっと少しはやっていたのです

けれども、それもう少し力を入れて、宿の魅力ですとかグリーンシーズンの魅力ですとかをもうち

ょっときゅっとした形のものを何個か情報を出し、プロモーションをかけていくといったものにな

ってございます。「旅色」、交付金使いながらどんと大きなテーマでやるものなのですけれども、

こちらは宿泊施設ですとか、例えばニセコトレイルですとか、目的をすみ分けながらプロモーショ

ンを行うというものになってございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　ありがとうございます。ＭＩＣＥは分かりました。 

　オウンドメディアなのですけれども、立ち上げるのは割と簡単なのですけれども、やっぱり継続

がどうしてもＳＮＳというのは大変かなと思っていて、今回ちょっとせっかくなので見比べて、確

かにサイコーニセコのほうが今どきというか、今の日本人向けというか、日本のお客様向けになっ

ていて、非常に行きたくなるようなサイトだったなというふうに思っているのですけれども、一方

で観光協会のほうのホームページも見たのですけれども、平等に全て公平にお店が載っているとい

うスタイルなのですけれども、やっぱり更新が難しいみたいで、もうないお店も当然何件かお見受

けしましたし、更新がなかなか非常にこういうのは難しいのかなというところなので、立ち上げる

こと自体は全然、もう立ち上げているものはいいのですけれども、立ち上げていない、例えば今お

っしゃったプロモーションとかも、小さな宿の魅力発信とかというのはもしかしたらサイコーニセ
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コでやればいいのではないかなとも思いますし、立ち上げれば立ち上げるほど管理がちょっと大変

なのではないかなというふうに心配をしています。なので、古い情報は当然更新していかなければ

いけないと思うのですけれども、ちょっとそこの整理は必要なのかなというふうに感じています。 

　それから、Ｗi―Ｆiに関しては事業者が既にやっている建物の中ではなくて、バス停ですとか外

の部分ということだというふうに伺ったので、自分のお店とかで桁が違う、調査費も含めて桁が１

個違うぐらいやっぱりお金がかかるのだなというふうに思ったので、本当に必要かどうかも含めて、

本当に海外の人がそれを求めているのか、むしろ日本人が求めているのではないかなってちょっと

思ったりとかしたのですけれども、Ｗi―Ｆiが本当に環境に必要なのかというのはぜひ調査で、あ

ったらあったにこしたことはないのですけれども、ただ本当に必要なのか、ランニングコストも含

めてご検討いただけるといいのかなというふうに思いました。 

　質問は以上です。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　すみません。ご心配ありがとうございます。おっしゃられるとお

りで、観光協会のホームページもなかなか更新がまめにできていないことも確かにございまして、

そういったことも内部の中ではなかなか厳しいだろうということで、外の人材も活用できるような

中で今回のこの項目ではないところで活用できるような予算も中には入れてございます。オウンド

メディアの運営のほうも、ラジオニセコのほうの人材もまた不足しているというところもあります

ので、こちらは外部の事業者も活用しまして、継続的な運営を予定しているところでございます。

こちらに関しては、運営がある程度いった後にそれが有効かどうかの判断は３年か５年で評価しな

がら継続するかどうかは決めていこうと考えているところでございます。 

　また、Ｗi―Ｆiについてもおっしゃられるとおりで、無理やり絶対つけるものではなくて、必要

なところに最低限あればいいかなというところも思ってございます。これに関しては、近隣の事業

者の方の協力も必要となってきますので、アンケート等を踏まえながら、全体的に絶対つけるもの

ではなく、必要最低限のところをつけていこうという考えの下にやってございますので、ご理解の

ほどよろしくお願いします。 

〇委員長（高木直良君）　町長。 

〇町長（田中健人君）　すみません。最後に、今のご質問に関連しまして補足を申し上げます。 

　まず、サイコーニセコ、オウンドメディアと観光協会のホームページが２つそもそもある意義と

いいますか、役割ということで、私としては、今課長からもありましたが、公式な発信と、あとサ

イコーニセコ、これ昨年末、12月にオープンしたばかりということで、国の補助金も活用しながら

継続まずしていくというものですけれども、ラジオニセコのメンバーはじめ、町内の町民の方が主

語となって魅力を発信する、これ公式のサイトではなかなかしにくい情報なのかなということで、

しっかりとサイトという意味では役割を分ける必要があるというふうに私も認識しています。この

辺り自走ですとか補助金も活用したり、一部は宿泊税ということも今回充当しておりますけれども、

どのような形で継続的な運営ができるかについては引き続き課題意識を持っております。 

　また、今回宿泊税を財源に事業が昨年、おととしと比べて当然数が増えて、金額も増えていると
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いうところで、重複含めてどうかというご心配も含めてご質問いただいていると思いますが、いず

れにしてもまだ検証、これから詳細に詰めるという段階のものも正直あります。Ｗi―Ｆiも含めて

これから執行ベースでまた丁寧に考えていきたいと思いますが、中でも私としては、質問もさきに

ありましたが、観光協会が一つキーだと思っています。今回観光協会の体制を強化していくこと、

これが私の中で一つ重要な柱だと思っています。これまで事務局長を民間の企業から出向者で２年、

３年単位で入れ替えていくというような体制、あるいは協力隊ですとか、そういったような形の、

要はプロパーでしっかりとかじ取りをしていくという人間が定まっていない状況が現状でございま

す。この辺りは取締役構成も含めてしっかりと宿泊税を活用しながら、そもそも観光協会株式会社

化、日本に先駆けてしておりますが、それも含めて、どのような体制でいくべきかも含めて次年度

しっかり検討して、関係各所と協議をした上で体制を整えて、さらに事業を推進していくスピード

感含めて強化をしていきたいというところがまず念頭にあります。一方で、Ｗi―Ｆiですとかプロ

モーションですとか、予算化をしないといけない、してから、体制決まってから補正するというの

もなかなか難しいのかなということで、今当面観光審議会はじめ皆様からご意見をいただきながら

決めたものを今回計上させていただいておりますので、また適宜ご報告等もしていきますが、観光

についてはそのような形で考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　榊原委員。 

〇４番（榊原龍弥君）　具体的な質問としては１件なのですけれども、137ページの先ほどから出て

いるＷi―Ｆiの件なのですけれども、何か聞き方によってはやらないよりやったほうがいいよね的

なことに聞こえてしまって、すごくテリトリーがかぶる部分のＰＲが多くあるという中でのコスト

パフォーマンスみたいなものというのはどう考えておられるのかなというのがあるのです。でいく

と、Ｗi―Ｆiの件についても入り口で4,000万円って予算組んで、これでは事業の出口としてどのぐ

らいの予算を組まれているのか。例えば２億円かけて今言っていた、ある程度想定があると言われ

ている中でそれで完了するのか、4,000万円で入って、10億円かかるのか、4,000万円で終わるのか

とかという、あとは先ほどから出ているオウンドメディアとかもそうなのですけれども、それは見

る人多くなります。対象増えますよねって。そういうことの結果としてどういうふうな出口という

のですか、出口戦略みたいなものというのはどう考えておられるのかなって。今回も100億円の税金

審議しているわけで、それって町民5,000人で割ると200万円です。200万円町に預けているわけです。

自分で使ったほうがいいわという人もやっぱりいるわけです。そしたら、お金があるからとか宿泊

税があるからという延長線で話している限りというのは、町民とかこの間の事業者さんの理解を得

られない可能性があるなと思うのですけれども、その辺課長はどのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　ただいまのご質問にお答えします。 

　お答えできるかどうかちょっとあれなのですけれども、Ｗi―Ｆiに関しては正直今中身を詰めて

いる段階でございまして、4,000万円が今回の予算の中で全て使い切るのか、またもしくはこれ以上

かかるのかというところの数字は今詳しく持ってございません。ただ、宿泊税があるきっかけとし
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て観光客が困っていること、Ｗi―Ｆiがあることで例えばタクシーが呼べる環境があるですとか、

バスが遅れているならそこでタクシー呼ぼうかとか、スキー場の情報がすぐ取れるのかといったよ

うなことは必要だといった範囲で意見交換や観光審議会の中で話しながら決めてきたものなので、

宿泊税がきっかけとはなってございますが、宿泊税を使うためにこれをやるといったものではござ

いません。そういったところでよろしかったでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　Ｗi―Ｆiを入り口ということでいろいろ、それだけではなくて、観光で

今お話しさせてもらった事業様々に対してということも含まれているのだろうというふうに思いま

す。Ｗi―Ｆiの部分については、相当以前から、10年も含めてもっと以前からですけれども、地域

の事業者さんの中でやっぱり整備がどうしても必要だという話は出ていたことは確かです。今回大

きな予算組ませていただきましたけれども、きっちりと本当に必要なところ、必要でないところの

精査をさせていただきながら、必要なところについてはある程度試験的に導入もするということも

含めた金額ということで計上させていただいたということなのですが、例えばまたオウンドメディ

アについては確かに管理運営が大変なことは変わりはないのですが、ニセコ町民の皆さんにいわゆ

るニュースの書き手になっていただくということがポイントでして、私が好きなニセコのレストラ

ンはここで、こういうことでやっているのですといういわゆる行政の何かかちかちとした文章では

なくて、まさに魅力を感じさせるような、そういう町民みんなでつくるメディアと、そういう押さ

え方をして実施をしたいと考えているところでございます。オウンドメディアについては、ちょっ

とここでも前回私のほうでもご説明をしましたが、一つにはニセコの価格の課題がございます。こ

れがまず最初のスタートです。ラーメン１杯3,800円というところが相当な状況で喧伝されていて、

ニセコにも全国から議員の皆様の視察等もございますが、ほぼ100％そのお話をされます。そういう

状況で、ニセコに来たらラーメン食べられないのではないかというような笑い話も含めてですけれ

ども、半分本気ということで、何もかにも高いのではないかというお話のどうも、これはメディア

についても少し苦情を申し上げたいところでもございますが、そのような状況がある中で何とかニ

セコの身の丈をきちっと皆さんにお知らせしたいということが第一の目的ということで、町民がつ

くる身の丈のメディアというもので位置づけているということです。 

　それから、そのほかのＷi―Ｆi含めた先ほど課長からもお話しさせていただいたところについて

は、これは観光事業者の皆さんに限らず耳にされているところだと思いますが、コロナ明け以後の

部分で夏場のといいますか、春から秋にかけての観光客入り込みが相当数減っていると。３割ぐら

いはホテルさんも当たり前で、中には４割というようなところのお話も聞くような状況でございま

す。この中で、夏場の観光を何とかしなければと。これも何十年も前から言ってはいることですけ

れども、そこの部分をいよいよ本当にきちっとやらなければならないではないかというスタートか

ら始まっているもの、それが宿泊税ということももちろんありますけれども、その中でこれまでず

っと言われてきたところを何とか１つでも２つでも解決しながら、夏場と冬場の均衡を保てるよう

なことにしていきたいと、そういうバックグラウンドがある中で今回させてもらっているところで

ございます。内容をこれからもっともっと詰めなければならないというものももちろんありつつも、
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これは全く何もない中からスタートしたことではなくて、今のようなお話の中で、それから事業者

さんの切実なお声の中で組み上げてきた予算であるということで、その辺のところをご理解いただ

ければ、ご共有いただければというふうに存じます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　榊原委員。 

〇４番（榊原龍弥君）　いろいろ目的はお聞きして、目的に対する媒体とか手段の選択というのは

コスト面とかも含めてどれが一番目的を達成しやすいのかなというのを考える部分だと思うので

す。でいけば、先ほど来出ている観光協会のホームページの更新すらもままならないとすれば、で

はどういうリソースを持って新たなメディアがその目的に対して有効に働くかとかという、その辺

のロジックが全く分からないのです、ご説明からすると。だから、やりたい、やりますって言って、

１個より２個のほうがいいだろう的に動画もまた出しますというのですけれども、それってやっぱ

りただでいいイベントやってくれると町民喜ぶかもしれないけれども、そのイベントに何千万円使

われているかって町民知ったら怒るかもしれないです。その辺をやっぱり役場のほうは公平性を保

たなければいけないという意味ではその辺の理論武装というか、ロジックの整理みたいなものをし

っかりやっていただきたいなというふうに思っております。すみません。意見で。 

〇委員長（高木直良君）　意見でよろしいですか。 

〇４番（榊原龍弥君）　いいです。 

〇委員長（高木直良君）　小松委員。 

〇６番（小松弘幸君）　１点だけ質問させていただきます。 

　138ページ、14節、綺羅乃湯営繕工事1,388万7,000円ですが、説明では経年劣化による脱衣所の床

の張り替え等と聞いておりますけれども、全体の工事内容とその内訳をお聞きしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　ただいまの小松委員のご質問にお答えいたします。 

　綺羅乃湯の営繕工事の中の脱衣所の床、壁張り替え工事の中身でございますが、まず壁のクロス

のやり替え約154平米程度、これをまず貼り替えます。現在剥がれてきたりしたところもあるので、

そこをやり替えます。現在今床なのですけれども、入ったことがある人は分かっていると思うので

すが、竹素材の床材が使われていると思います。ちょっと水はけがよくて、そういうものがいいと

いうことで当初それを入れていたと思うのですけれども、それが劣化によってささくれていて、今

ガムテープとかいろんなことをしながらけがをしないように対応しているのですけれども、それも

そろそろ、見た目もよろしくないし、安全面からしてよろしくないというところもございまして、

今その部分は床材のラワンベニヤというものを考えてございます。それが約135平米、あとドライヤ

ーとかかけるところはタイルなのですけれども、そちらも一緒についでにやり替えるというところ

で、そこも同じ135平米を予定してございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　先ほど来からずっとこの質問ばかりなのですけれども、140ページ、地域イ
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ベント助成事業補助、また３つ下、観光プロモーション事業補助、一番下、観光人材確保・育成支

援事業補助、いろいろと今回いろんなボリュームを上げてグリーンシーズンに向けてお客さんを入

れたいという多分、それがよく分かるあれなのですけれども、正直いろいろこのようにやられてい

ますけれども、最終的には、私新聞でただ見ただけで、よく分からないのですけれども、ニセコ町

は夏の宿泊者が24％から５％なのかな、減。逆に隣町は25％増えているという、そういう分析とか、

そういう部分をこれからどのように捉えて考えているか、また結局いろんなもの、イベント、観光

人材確保の部分でこういう旅行部門を増やすとか、いいのですけれども、ばらばらだとまたなかな

か難しいのかな。いかに例えばイベントと宿泊者をどうやって結びつけるかということも、いろい

ろそういうのも考えながら、いろんなイベントは私はあると思うのですけれども、宿泊者がやはり

減っているのが一番私は感じているので、その辺をどのようにこれから考えられているか。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　ただいまの髙瀨委員のご質問にお答えします。 

　いろんな課題解決のために今回宿泊税を一つの財源としながら事業を増やしてきてございます。

確かに昨年の夏期の入り込み、倶知安町は増えて、ニセコ町は減ってございます。これの一つの差

といいますか、要因の一つとして、それが絶対かではないのですけれども、考えられるのは倶知安

町は大きいホテル事業者が増えてございますので、必然的にそこに宿泊される方が増えているとい

ったところではないかなと思ってございます。ニセコのほうは、大きな宿泊施設は主立って今増え

てはございませんので、そういったところもあり、先ほど来言っているニセコ価格問題の影響を含

めた中で、日本全体の物価高があり、旅行控えもあるといった中で減っているのではないかといっ

たような分析をしてございます。とはいえ、今までニセコに来られてきた方が離れていくことは、

やっぱりそれは観光事業者としてもよくないこと、関係人口をもうちょっと増やしていくといった

取組はしていかなければならないと思ってございます。イベント、今年もやってはいるのですけれ

ども、例えば綺羅乃湯の文字モニュメントの冬のイベントに観光者も、観光に来られた方も参加す

る仕組みづくりですとか、そういった来られた方もただ楽しむのではなくて、ニセコにいられる地

域の方々との交流を持たせるような仕組みづくりも一緒に考えていきたいと考えてございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　篠原委員。 

〇９番（篠原正男君）　１点だけお伺いします。 

　137ページですか、７款２項２目12節、観光ＰＲと連動したふるさと納税普及展開事業なのですけ

れども、その前後は各委員が質問され、これだけ残ったものですから、のけ者扱いしてはまずいの

で、お伺いをしたいなと思いますが、主語がふるさと納税普及展開というふうに私は受け止めまし

たが、具体的にどのような事業を展開され、そしてまたその事業の効果はどのように考えられてい

るかお伺いしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　篠原委員のご質問にお答えします。 

　こちら表題として観光ＰＲと連動したふるさと納税展開といったところですが、今までは観光協
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会のほうにこちらのほうは委託してございまして、ＳＮＳ広告ですとか、ふるさと納税を一度にき

ちんと分かるような、説明できるようなチラシ作成ですとかランディングページを行ったりですと

か、あと先ほどちょっとご説明した観光客が参加できるような仕組みづくり、植樹に参加するです

とか、さっき言ったシーニックに参加して一緒にイベントをつくり上げるとか、そういったことを

ここでやってきてございます。こちらのほう、令和８年度なのですが、今までそういった広告です

とかチラシ作成はある程度一定のことは、これ以上何か新たな手だてというのはなかなか見えない

ところでもございますし、先般説明した「旅色」の中でもふるさと納税もＰＲできるといったとこ

ろもございますので、令和８年度はイベントの参画を通して観光客と地域の関係性の構築をこの中

でもう少し充実させたいと考えてございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　馬渕課長、事業の効果は。 

〇商工観光課長（馬渕由香君）　すみません。効果ですね。なかなかこれをやったからふるさと納

税が、増えてはいるとは思うのですけれども、これをやったからすごく増えたかというまでの効果

検証には至ってございませんので、ちょっとなかなか難しいかなと思ってございます。ただ、それ

で例えば参加した方にふるさと納税行いましたかといったアンケートとかも取っていないので、ち

ょっとそこまでの効果検証は実際やっていないというところでございます。すみません。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　ちょっと付け足しをさせていただきたいと思います。 

　いわゆるニセコにお客さんとして来られるときのニセコでｅ旅納税という形での実施ということ

なのですが、実施効果についてはｅ旅納税の形も含めて今年度きっちりと新たなものにして、まさ

に効果が出るような納税の形にしてまいりたいと、そのように考えております。これまでの形も含

めて、それを変更するのかも含め抜本的なところも検討してまいりたいということで、効果という

意味においてはｅ旅納税も伸ばしていくというところで効果が出たとなる実績を残したいと、その

ように考えております。 

〇委員長（高木直良君）　ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　では、この項の範囲の質疑はこれで打ち切りたいと思います。 

　この際、議事の都合により午後２時50分まで休憩いたします。 

 

休憩　午後　２時３５分 

再開　午後　２時５０分 

 

〇委員長（高木直良君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　次に、歳出の８款土木費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　148ページをお開きください。この中の土木費の14節工事請負費、下段の
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ところなのですけれども、農村公園整備工事のことについて伺います。予算は9,000万円になってい

ますけれども、この工事費の内訳を説明してください。質問は１点だけです。そして……まずそれ

です、内訳。これ農村公園全体の工事の費用ということで9,000万円、その内訳を説明していただき

たいと思います。まず、それだけお願いします。 

〇委員長（高木直良君）　橋本課長。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　斉藤委員のご質問にお答えいたします。 

　工事の内訳につきましては、本体工事、その他もろもろのあずまや含めておよそ4,000万円ほどで、

そのほか循環施設等の設備、水道施設を含めて残り5,000万円程度となっております。 

　以上です。 

（何事か声あり） 

　申し訳ございません。この9,000万円につきましては、あくまでも今回整備する親水池の価格とな

っております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　今親水池、遊水池のことをおっしゃっている。それで9,000万円。プール

の工事に9,000万円かかるということですか。これ課長に事前にちょっとお伺いしていたのですけれ

ども、プールの大きさとか、それからプールをつくっただけではなくて、維持管理費、建設費のほ

かにこれからもかかってくるかと思うのですけれども、この9,000万円、プール、遊水池というのは

私はすごく高いのではないかなという思いがあります。これ子ども、遊水池の、どういう状態の遊

水池を造るのか、それから実際利用する子どもの数をどのくらい想定しているのか、それから利用

期間、そして少子化の中で何歳ぐらいまでの子どもたちが利用するのかなということをお伺いした

いと思うのです。この人口動態ちょっと調べて、私は時々調べているのですけれども、ニセコ町の

ゼロ歳から18歳までの子どもの数というのは大体800人前後なのですけれども、一番最近の２月の動

態では834人ぐらいだったと思うのです。多いのですけれども、月によっては本当に800人以下にな

ることもありますけれども、押しなべて800人なのですけれども、ちびっこ広場を利用する年齢の子

どもたち、ちょっと私想定して、２月の一番新しい人口の様子なのですけれども、ニセコ町が毎月

やっている人口調べのところなのですけれども、これゼロ歳から４歳で130人、５歳から９歳で

214人、これ外国人も含めてなのですけれども、10歳から14歳、266人、これ全部の14歳までの子ど

もたちを計算して610人、現在、２月の状態なのですけれども、この人数でこれ全員ですから、どれ

だけの割合で利用するのかということをまずお聞きしたいなと思っています。 

　それから、この予算に関しては、民間業者とか、そういうところからも見積りとかは取られたの

でしょうか。 

　それから、ほかの類似施設との比較はどうされたのか。 

　それから、一番先に申し上げたように、維持費とかランニングコストなどを、これからのことも

どのように考えられているのか、その辺りを伺いたいと思っています。 

　以上です。 
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〇委員長（高木直良君）　橋本課長。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　すみません。ちょっと私のほうで把握し切れていない部分もある

かと思うのですが、まず利用期間につきましては、その年の季節によるかと思うのですけれども、

メインとしては７月、８月と考えております。 

　あと、見積りは取ってはおりません。こちらは実施設計しておりまして、どれぐらい費用かかる

かというのはそこで積算業務を行っております。 

　ランニングコストにつきましては、毎月でいいますと、すみません、ちょっと概算になるのです

が、水道料金で約１万9,000円、電気料金で大体9,000円と。あと、その他清掃費なのですが、ちょ

っとばらつきがあるのですけれども、５万円から10万円ぐらいではないかと思います。あと、１年

間に１回一応点検費としまして15万円ということになります。あと、循環施設の寿命につきまして

は、大体10年ぐらいではないかと言われてはいるので、10年に１回更新するとして、おおよそ80万

円を見込んでおります。 

　利用人数につきましては、すみません、正直なところ把握はしておりません。ただ、今ある遊具

の箇所とかについては、小さなお子さんが遊んではいるので、全く利用が少ないとは考えておりま

せん。令和２年のときに大体200ぐらいのアンケートを取ったのですが、その中においてもできたら

遊びたいというふうな感想も多くいただいておりますので、その辺はどうぞご了承ください。 

　あと、親水池、どういう形態かというふうにちょっとおっしゃっていたのですが、基本的には、

政策案件のときにもちょっとご説明させていただいたのですが、３トンの水を基本的に循環させて、

滅菌処理して利用する形になります。週に１回交換という形で行っていきたいと考えております。 

　利用者の想定年齢につきましては、もともと昭和の終わりから平成の最初にかけて出来上がった

公園で、そのときのコンセプトが幼児の利用のためのちびっこ広場となっておりますので、大きく

ても大体小学校１年とか２年とか、その程度までと想定しております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員。 

〇７番（斉藤うめ子君）　ありがとうございます。これプールを公園の横に造って、そして今おっ

しゃったように、プールというか、水遊びの場として７月、８月に使う。それ以外のときは、どう

いうふうにそれを利用するのでしょうか。冬場は別にしても、雪の降ってくる12月、１月、２月、

３月は別にしても、それ以外の時期、プールをどう活用するのか。活用というか、どういうふうに

されるのか、そのところも伺いたいなと思っているのですけれども、これアンケートも取ったとい

うふうにおっしゃっているのですけれども、子どもに対して水遊びの場所が欲しいという、幼児だ

とか、そういうアンケートを取ってもあったらいいねという感じで、要らないというよりは皆さん、

小さいお子さん抱えていらっしゃる方、あったらいいねという答えが、アンケートの結果、すみま

せん、聞いていないのですけれども、多くなるのが当然かなと思っています。それから、幼児セン

ターとか、そういう関係者にアンケートを取ってもあったらいいねということで賛成は多いのでは

ないかと思いますけれども、もっと全体の年間の利用とかいろんなことを考えたときに、ほかの時

期どうされるのか。最初に申し上げたように、プール、先ほどおっしゃいましたね。ランニングコ
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スト、それは水を入れている状態の費用のことをおっしゃっているのだと思うのですけれども、１

万4,000円というのはこれ水代ですか。ごめんなさい。ちょっと聞き落としてしまうので、毎月で１

万4,000円で、電気代が9,000円で、清掃が５万円から10万円。そういうものを造ると、やっぱり清

掃とかいろんなことがあって、またふだんでも費用がかかるかと思うのですけれども、代替案とい

うのは検討されなかったのかなというふうに思うのですけれども、ちょっと続けて申し上げてもい

いですか。そういうものを造るのもお金があればいいのですけれども、9,000万円というお金をかけ

てプールを造って、それだけの価値があるのかなということをもうちょっと検討されてもいいので

はないかなと思っています。私の考えとしては、例えば前は倉庫邑とかで冬場子どもたちが外で遊

べないからといって遊具だとか入れたのがありました。それから、今有島地区で入れたりしている

のがあるのですけれども、本当に小さいお子さんを水遊びさせたいとかといったときに、例えばレ

ンタルするとか、それからもっと水遊びの道具とかいろいろあるのです。私も子どもが小さいとき

にちょっと海外におりましたけれども、ウオータースライドというか、家庭でもできるようなサイ

ズで、ちょうど池がすっぽり入るようなところで、そして夏の間はそれ必要なときは水を流しなが

ら、本当に子どもたち大喜びでやるのですけれども、いろんなものがあるのですけれども、そうい

うのだと新たに造らなくてもレンタルしたり、買っても本当に高くても100万円もするかしないか、

ちょっと値段、すみません、ここで調べていないので、分かりませんけれども、安い、最高でも1,000万

円もかからないのではないかなというふうに思っているのですけれども、そういうことは検討され

ないのかなと思っているのですけれども、あまりにも池そのものだけで9,000万円というのは非常に

高いのではないかなと思っています。 

　それと、これちびっこ広場という名前つけているのですけれども、世代を超えて集えるような公

園というのでしょうか、そういうことを考えて、みんなが自然と集まってくる、そういうことも想

定して、検討してほしいなと思っているのです。そうすると、もっといろんな方が集まる可能性が

出てくるのではないかと思います。これからはそれが必要ではないかなというふうに思っているの

ですけれども、いずれにしても私はプール一つだけで9,000万円というのは、ほとんど１億円に近い

費用かかるわけです。本当に正直なところもったいないと思っています。そんなにしなくても本当

に子どもたちが喜ぶような夏の遊び道具というのはもっと安く値段、シーズンで使えるものがある

はずです。だから、そういうことを検討されないのかということなのですけれども、全体的に本当

に大変な金額だと思って…… 

〇委員長（高木直良君）　斉藤委員、質問まだ続きますか。 

〇７番（斉藤うめ子君）　はい。 

〇委員長（高木直良君）　続きますか。 

〇７番（斉藤うめ子君）　いや、切りましょうか。 

〇委員長（高木直良君）　いいですか、一回切って。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　斉藤委員の再質問にお答えいたします。 

　すみません。先ほどの私の答弁の中で誤解を招くようなことがあったので、ちょっと付け足しま

す。２か月と言ったのは、あくまでもメインが２か月ですので、それはシーズンによってもまたち
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ょっと気温等が変わるので、その辺は前後します。なので、プラス２か月になるのか３か月になる

のかちょっと分からないのですが、その辺はちょっとご了承ください。 

　使用していないときは何もできないのかということなのですけれども、札幌市のほうでもああい

った池のある公園は多数ございます。その中で、札幌市で多いのは普通の、どういう加工している

のか私の中でちょっと表現ができないのですが、またそれとは違って、今回は足を滑らせてけがを

しないようにということで、滑りづらい石張りを池の底面に貼ります。なので、あそこには２連の

あずまやなんかも置いていますので、普通に景観施設として使えるし、池の中に入ってもさほど問

題ございませんので、集いの場所にはなるかと思います。 

　あと、世代を超えた公園ということなのですが、子ども議会のほうでも大きな子も遊びたいとい

うふうな要望もありましたので、その辺は今すぐにというわけではないのですが、ちょっとその辺

は検証は必要ではないかと思っております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　町長。 

〇町長（田中健人君）　補足いたします。 

　まず、この親水公園を造るということについては、５年ほど前から計画、実施設計は行っており、

様々諸事情があってこの事業、実現には至って、予算化されなかったという経緯があると聞いてお

ります。私の今回選挙で選ばれた立場という中において、この親水公園はいつできるのかというこ

とを望む声が多くあったということも踏まえて、私が政治的判断としてこれはぜひ事業化をしたい

と強く現場と関係者と協議をして、予算化に至ったというところもございます。確かに委員がおっ

しゃるとおり、稼働率ですとかイニシャルの金額について様々ご意見あると思います。５年前の積

算したときの金額からも、物価高だとか建築費の高騰で５年前の積算した金額では不落になるので

はないかということで、今回当初よりも、予定よりも金額上がっているという経緯もございます。

ただ、しかしながら一方では熱中症対策の一環にもなるでしょうし、コロナで特になかなか集うこ

ともできなかった期間もある中で、今担当からも申し上げましたけれども、子どもたちが遊ぶ場所

でありながらも、それを見守る親世代、あるいはおじいちゃん、おばあちゃん含めて、孫を見守る

世代も含めて集えるような機能になるのではないか。私は子ども真ん中のニセコということも掲げ

ておりますけれども、子どもたちだけのための政策というよりは、私は地域のコミュニティーのた

めの政策でもあるというふうにも捉えております。今ありましたけれども、水が張っていない時期

のほうが確かに長いです。ですが、老朽化している、壊れているような噴水が今そのままになって

いるような状況よりも以前よりも町内の子どもたち、あるいは周辺の子どもたちが集ってにぎわい

ができる、これは私は町にとって投資をする価値があるような取組だと強く願っています。もしそ

れが単純に費用対効果で判断するということであれば、そういうご意見もあるのは真摯に受け止め

ますけれども、私はこの政策、取組については力強い、根強い声があるということを踏まえて実施

に至ったということをどうぞご理解いただきたい。 

　また、ちょっと言葉尻の問題かもしれませんが、プールではございません。プールも一方では冬

も使えるプールが欲しいというのは長年ニセコ町内、子どもたちからも親御さんからもいただいて
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おりますが、それこそプールを造る予算と比べると維持費、管理費含めてはるかに遊水公園、親水

公園を造るということのほうが現実的ですし、またビニールのプールを使えばいいとか、いろいろ

な方法も検討したかというご意見もありましたが、今回循環の施設を入れるということで、常時管

理のための人工を割く必要も最小限にしたそういう計画であるということも踏まえて、度々で恐縮

ですけれども、ご理解いただければと思います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　質問は１つです。 

　146ページ、14節工事請負費、ロードヒーティング改修工事です。副町長からのご説明で、ヌック

アンヌプリさんのロータリーのところをロードヒーティングということで伺いました。私も送り迎

えする身としては非常にありがたいなと思っているのですけれども、こちらロードヒーティングに

なった後の、毎年どうしても電気代ですとか、ランニングコストがかかってくるかと思うのですけ

れども、そちらは事業者さん負担という理解でよろしいのかということと、仮にもし町が今後もと

いうことになるとしたら、どれぐらいのコストを見込んでいるかもし分かれば、教えていただけれ

ばと思います。 

〇委員長（高木直良君）　橋本課長。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　高井委員のご質問にお答えいたします。 

　こちらのロードヒーティングは、私が役場に入る前からずっと要望があった箇所でして、非常に

毎年事故が多いと聞いております。ここにつきましては、一部の宿泊税を充てて、その残りは辺地

債を充てる予定ではいるのですけれども、ランニングコストどれぐらいかかるのかというご質問だ

ったのですが、今のところ概算でしか出せないので、何とも言えないのですが、電気代で1,000万円

ぐらいはかかるのではないかなと思っております。ここだけで1,000万円というのは結構な金額です

ので、この金額をどういうふうに負担するかというのはちょっと検討させていただいて、ご報告さ

せていただきたいのですけれども、1,000万円をかからないようにするにはどうしたらいいのかとい

うのももうちょっと検証が必要かなと思っておりますので、すみませんが、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

〇委員長（高木直良君）　髙瀨委員。 

〇１番（髙瀨浩樹君）　今同僚委員が質問したところなのですけれども、ちょっと確認なのですけ

れども、ロードヒーティング改修工事１億8,699万4,000円でした。この部分、私もよくあそこでは

苦労していたのですけれども、どこまで、これ確認なのですけれども、あのロータリーをやるのか、

ロータリーの下をどのぐらいまで持っていくのかというのはすごく大事なところであって、その辺

のちょっと確認をもしさせていただければと思います。 

〇委員長（高木直良君）　橋本課長。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　髙瀨委員のご質問にお答えします。 

　ちょっと言葉では非常に説明しづらいのですが、ロータリーの部分プラス……ロータリーの前の

町道の部分です、あくまでも。 
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（何事か声あり） 

　道路です。 

（「ロータリーの部分は町道ではない」の声あり） 

　ロータリーの部分は町道ではないので。 

（「したら、やらない」の声あり） 

　はい。あくまでも町道の部分です。範囲については、ロータリーに入るための出入口、こちらプ

ラス30メーターから50メーターぐらいですかね、今のところの範囲は。ちょっと図が小さくて見え

づらいのですけれども、ゴンドラに下り……見えませんよね。ロータリーから道道に下りる坂道あ

りますよね。あそこ下りたとき左手にゴンドラの乗り場のある道があるのですが、取りあえずそこ

までは見ております。先ほども申し上げたとおり、ランニングコストがやっぱり、想定ですけれど

も、1,000万円を超えるということで、ちょっとこの辺は検証が必要かなと思っておりますので、ど

うぞご理解ください。 

〇委員長（高木直良君）　山本副町長。 

〇副町長（山本契太君）　少し補足をさせていただきたいと思います。 

　いろはさんから下りてくる。そうすると、ロータリーのまずこっち側の手前の入り口が見えます

と。あの入り口のちょっと手前ぐらいから始まって、ロータリーの向こう側の入り口を越えて右カ

ーブ。その右カーブをちょっと超えるぐらいまでを想定しているということなのですが、お話伺う

限りは例えば上りのバスがロータリー手前で人の行き来があるので、そこで一旦停止せざるを得な

いと。停止した後にロータリーに進入するときにどうしても上れないということが最大のというお

話を伺っていますので、そこをある程度クリアできれば少し縮小するということも考えられるので

はないかというふうに、その検討はさせていただきたいと思っています。ただ、どうしてもそうは

なるものの、現地の確認の中で、事業者さんとのお話の中でどうしてもそれが厳しいということで

あれば、今最大値で予算は計上させていただいているというところでございますので、その辺の検

証はなお精査をさせていただきたいと考えているところです。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　青羽委員。 

〇10番（青羽雄士君）　よろしくお願いいたします。勘違いしているところたくさんありますので、

指摘していただきたいなと思います。152ページの一番上、676万5,000円、住民交流拠点及び子育て

環境整備事業調査業務委託料というやつです。これの中身というか、これは例えば、説明で何とな

くうろ覚えしているところでは、町民センターだとかあそぶっく、体育館、そういったものを複合

的に集約して、そして今後役立てるような方向性の調査をしたいのだというようなお話だったと思

います。これは、町の６次総合計画とか、そういったものにもちろん沿ったものなのか、それとも

あくまで財源も含めてどんなプロセスでこの予算をつけたのか、そしてまた目的だとか、そういっ

たものを含めてご説明していただきたいなと思います。 

〇委員長（高木直良君）　橋本課長。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　青羽議長のご質問にお答えいたします。 
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　こちらのまずやる内容につきましては、政策案件でもご説明をさせていただいたのですが、老朽

化の進んでいるあそぶっく、町民センター、総合体育館、あとちびっこ広場もちょっと含めてなの

ですけれども、こちらを複合施設にしたほうがいいのか、それともそのまま単独で補修したほうが

いいのかという検証のための委託費になります。こちらは、委託費676万5,000円となっているので

すが、図書館財団というところから100％の財源が取得できることとなっております。名称について

もこの財団からもらう関係でちょっと分かりづらいのですが、このような名称にさせていただいて

おります。６次総合計画とひもづいているかどうかというのは、すみません、私のほうではちょっ

と分かりかねますので、調べさせていただきたいと思います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　青羽委員。 

〇10番（青羽雄士君）　再質問させていただきます。 

　内容的なことは理解したつもりでいるのですけれども、これあくまでも財団からの補助金で委託

のものだというようなことですけれども、いろんな調査なりをして、調査の結果、そういったもの

がいつぐらいになったら住民なり我々に情報を公開していただけるものなのか。もしかしたら単独

でやらなければならないようなものもあれば、もしかしたらいっそのこと云々というようなことで、

ではそれならば基本構想を立てて云々していたとかって、そういった発展的なことになっていく可

能性があるものなのか、そこまでお聞きしたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　橋本課長。 

〇都市建設課長（橋本啓二君）　青羽議長の再質問にお答えいたします。 

　こちらについてはあくまでも検証なので、できるかどうかはさておき、こちらの計画の際には、

委員会がいいのか、ちょっとまたあれなのですけれども、町民の皆様からも広く意見を聞き取って

行おうとは思っております。委託にも最低１年はかかるので、早くてその方向性については１年後

になるのではないかと私は思っております。ちょっと前後してしまったら大変申し訳ございません。 

　私から以上です。 

〇委員長（高木直良君）　淵野課長。 

〇総合教育課長（淵野伸隆君）　今回のこの検討業務の関係ですけれども、教育委員会の関係の施

設も入っておりますので、ちょっと改めて内容も整理しながら少しご説明させていただきたいと思

います。 

　あそぶっくですとか総合体育館、また町民センターについては、たくさんの方が利用いただいて

いる、本当にニセコの文化ですとか交流の拠点だというふうに思っています。ただ、どの施設も現

在老朽化をしておりまして、教育委員会が所管しているあそぶっくも元の郵便局から大分たってい

るですとか、総合体育館も床の、今年度解消させていただくという予算上げていますけれども、全

体的に老朽化しているという、そういう状況がございます。それから、教育委員会としても子ども

の放課後の居場所、そういったものも今後確保していきたい、そういった思いがある中で、これら

の施設を複合化することで効率的な運営ですとか、今後改修にかける費用を節減できるのではない

かということで、都市建設課のほうで公共施設の効率的なマネジメントができるのかどうかといっ
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た観点で今回検討がされるというふうに考えております。そういった中で、図書館振興財団のほう

に出させていただいた今後の委託事業の実施のスケジュールですけれども、先進地視察などのほか

にも町民の皆さんのアンケート調査ですとか、それからワークショップなども開催した上で冬頃、

１月、２月頃には結果をまとめた説明会等を行いたいと思います。その中でこれらの施設を果たし

てまとめることがいいのか、それかもしくは今までどおり別々に運営していくのがいいのか、そう

いったところも含めて方向性を出した上で、今青羽委員からおっしゃっていただいたような次のス

テップの基本的な計画、設計に入っていくのかなと思っておりますので、実際の整備に向かっては

まだまだちょっと時間を要するのかなというふうに考えているところでございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　では、この部分の質疑はここで打ち切ります。 

　続きまして、９款消防費について質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　ないようですので、質疑を打ち切ります。 

　続きまして、10款教育費について質疑を許します。質疑はございませんか。 

　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　全部で５問あります。 

　では、１問目が160ページ、12節委託料、中ほどにございます公共施設管理業務委託料700万円と

いうのは、どこのことでしょうかということが１つ目。 

　それから、続いてページが168ページ、17節備品購入費、一番下の段です。内容を教えてください。 

　３つ目です。184ページ、18節負担金補助及び交付金、日本ハムファイターズ推進事業とコンサド

ーレ推進事業の今後のというか、今年以降の内容というか、事業内容がもし分かれば教えてくださ

い。 

　それから、184ページ、18節負担金補助及び交付金、ニセコマラソン事業の金額、昨年450万円ほ

どから今年は710万円ほどに上がっているということになっていますが、参加費等の調整など、その

ほかにも何か変更点があれば、教えていただきたいと思います。決まっているところまででオーケ

ーです。 

　最後になります。189ページ、14節工事請負費、総合体育館修繕工事、フロアの改修について、こ

ちらは時期が定まっているかということと、もしそのように改善というか、改修している間の何か

代わりになるような場所というか、代替案というかがもしありましたら、教えていただきたいと思

います。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　淵野課長。 

〇総合教育課長（淵野伸隆君）　それでは、私から160ページの公共施設の管理委託業務の関係です。

これの対象は、ニセコ小学校と近藤小学校でございます。それぞれの学校に配置している校務補の
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方、これらの委託業務となってございます。内訳としては、ニセコ小学校が440万円ほど、それから

近藤小学校が268万円ほどといったことになってございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　阿部参事。 

〇総合教育課参事（阿部信幸君）　それでは、私のほうから168ページの備品の関係についてご説明

いたします。 

　168ページの備品でございますけれども、こちらにつきましては新しい国際高校開校に伴う校舎改

修を行う予定してございまして、それに伴う備品ということでございます。かなり数はあるのです

けれども、主に今回特別教室、理科室を現状から改修するのですけれども、理科室で使う実験用の

テーブルですとか理科室で使う椅子、それからそのほかの部屋、保健室の移動とかもございますけ

れども、保健室に設置するベッドですとか、それに伴うマットレス等の備品、それから普通教室を

増やすということで、普通教室で使う生徒の机、椅子、それから生徒が増えるためのロッカー等を

予定してございまして、金額的には大きな金額なのですけれども、こちら効率的な執行に努めまし

て、導入していきたいと考えているところでございます。 

　以上でございます。 

〇委員長（高木直良君）　中川参事。 

〇総合教育課参事（中川博視君）　スポーツ係の部分、高井委員のご質問にお答えします。 

　まず、日本ハムファイターズとコンサドーレの推進事業の部分ですが、こちらの部分、連携補助

の部分は後援会に対する補助と。今年度まで広報のほうでやられている日本ハムファイターズの部

分が体育館のほうに移設ということで、多分事業的には変わらないと。コンサドーレに関しまして

は、今年からスタートさせてやっている事業の部分で、後援会の人もいろいろ考えながら進めてい

るので、そこは少し補助金としての自由度を持たせてあげたいかなというふうに考えているところ

でございます。 

　続きまして、ニセコマラソンに関しては、通常であればフリーにして募集だけかけて、来たメン

バーの中でやるという形なのですが、周辺の駐車場問題の部分が解決できないものですから、

1,200人に人数を絞って対応しようという部分で、その部分の収益が減る部分の補助金の部分、ただ

その補助金部分だけではなく、参加者、町外の方に関して今のところ10キロとハーフに関しては

1,000円程度値上げしたいというふうに考えてございます。 

　あと、その次、189ページの体育館の関係ですが、内容のもの自体は発注自体は４月当初のほうで

進めたいというふうに考えているのですが、敷く長尺シートと言っていいのかな、タラフレックス

というものがあって、うちで使うのが２ミリ厚というちょっと薄めのやつを使うので、フランスか

ら直輸入かけるしかないという話を業者から聞いてございます。なので、国際状況によっては多少

遅れると。早くて８月ぐらいにやれればいいかなというふうに想定はしていますが、そこから１か

月、２か月ぐらい工事期間ありますので、そこの部分で国際情勢踏まえて多少前後はするかなと。

そこの部分でいつぐらいに入るよという話を聞いた時点で各小中高、学校のほうと相談をしながら、

学校の体育館のほうお借りして、代替としてやっていきたいなというふうには考えてございます。 
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　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　高井委員。 

〇５番（高井裕子君）　再質問させていただきます。 

　マラソンの金額、町外の方1,000円値上げということなのですけれども、町内の方は変わらずとい

う認識でよろしいでしょうかということと、８月の夏の一番暑い時期にできれば工事したいという

お考えでよろしいでしょうか。 

〇委員長（高木直良君）　中川参事。 

〇総合教育課参事（中川博視君）　高井委員のご質問にお答えします。 

　マラソンに関しては、町内の参加者に関しては値上げをせずというふうに考えて、予算はつくっ

てございます。 

　あとは、体育館につきましては、できれば夏に、外の運動ができる時期は外でやってもらえるよ

うな環境の中でやれたほうがいいのかなというふうに考えていますが、うまくいけばそれでやって

いきたいというふうに考えています。 

〇委員長（高木直良君）　榊原委員。 

〇４番（榊原龍弥君）　１件質問させていただきます。 

　171ページです。12節の委託料、下から６行目ぐらいの寄宿舎管理業務委託料、これはニセコ高校

が新しくなるということで、折に触れて説明いただいていたとは思うのですけれども、いよいよ細

かい数字でより具体的になってきたような感じがしますので、この内訳について具体的に項目で教

えてください。6,573万6,000円です。 

〇委員長（高木直良君）　淵野課長。 

（「ちょっとすみません。お時間下さい」の声あり） 

　休憩とりますか。 

（「休憩お願いします」の声あり） 

　説明員から暫時休憩の申入れありましたので、暫時休憩いたします。 

 

休憩　午後　３時３８分 

再開　午後　３時４４分 

 

〇委員長（高木直良君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　阿部参事。 

〇総合教育課参事（阿部信幸君）　お時間いただきまして大変申し訳ございません。今回の委託業

務に関しましては、大きく給食の業務と管理人としての業務がございまして、それぞれ人件費が主

にかかっている経費でございます。３年間の債務負担行為を９月の議会にいただきまして、契約し

ているものでございますが、来年度に関しましては人件費が給与で2,800万円ほど、賞与で170万円

ほどということで、お二人の常駐される管理人さんと、それから交代の方の、交代要員の方の人件

費ということでございます。あと、それに伴う消耗品ですとか、寮の中で生活するに当たっての受
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託業者さんの備品等の金額がございまして、こちらが消耗品、備品、被服費等含めて約800万円ほど

かかってございます。それと、採用する方の保険料ですとかシステム使用料、それから人を集める

ための募集費ということで、こちら200万円ほど経費がかかってございます。その他費用といたしま

して、採用した職員の方の研修費等がございます。もろもろで今回予算で計上している金額を来年

度お願いしたいということでございます。今令和８年度分なのですが、令和９年、令和10年も同額

程度、今の予算予定の中では約5,800万円ほどの契約金額を想定してございます。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　榊原委員。 

〇４番（榊原龍弥君）　ちょっと口頭のご説明だったので、細部違うかもしれないのですけれども、

まず人件費の部分がお二人で2,800万円プラス170万円ということは3,000万円近くになるというこ

とで、お一人1,500万円ぐらいの人件費がかかると。なおかつ、それに伴う備品とか生活に必要なも

ので800万円かかるというようなことと、あとはそれに附帯するシステムが200万円とかということ

なのですけれども、それでも人件費3,000万円とすると、大体6,500万円から引くと、まだこれでい

くと2,500万円ぐらい。私の計算では何に使うのかなというのが2,500万円か2,000万円ぐらいです

か、大きく言ってそうなのですけれども、一つは委託内容に対して6,500万円って、人件費の割合が

半分以下だということからすると、ここにどういう人時が入ってくるのかな。人時というか、業務

が入ってくるのか全く分からないのですけれども、もう少し詳しくご説明いただきたいと思います。 

〇委員長（高木直良君）　阿部参事。 

〇総合教育課参事（阿部信幸君）　ちょっと人件費のところで給与の2,800万円と賞与で170万円ほ

どというお話ししましたが、すみません、１つ抜けていまして、法定の福利経費が約600万円ほど予

算見てございます。採用する人に関しては、管理人さん、先ほど申しました２人のほかにお休みの

ときの交代要員の方を採用する予定しているということで伺っております。それと、調理のほうも

一緒に委託に入っておりますので、調理人さん最低３名を採用するということで動いておりまして、

もしもうちょっと採用できれば増やしたいという話は伺っております。消耗品のところで500万円ほ

どの消耗品と申し上げましたけれども、すみません、一部寮の中で入所者が使う消耗品もこれ含ま

れておりまして、500万円ということで、そういう計算してございます。ちょっとすみません。言葉

足らずでございました。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　榊原委員。 

〇４番（榊原龍弥君）　これ再々質問になるのですか。 

〇委員長（高木直良君）　はい、３回目です。 

〇４番（榊原龍弥君）　そうしましたら、附帯経費のほうはちょっと細かいので、よく分からない

のですけれども、人件費が例えば福利厚生費とか入れて、それから何人雇うのかも、２人プラス１

プラス３とかといってちょっと今とっ散らかってしまっている気もするので、一体何人時というの

ですか、年間人件費、何時間使うのかというの、これ明確に教えていただきたいのですけれども。 

〇委員長（高木直良君）　阿部参事。 
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〇総合教育課参事（阿部信幸君）　泊まり込みの管理人さんがお二人で、プラスその管理人さんが

お休みするとかいう場合の、代務員と言っていましたけれども、代わりになる方を１名最低採用し

たいということで伺っております。それと、給食のほうですけれども、給食に関しましても最低３

名が必要ということで、今３名のめどはついたというふうに伺っているのですけれども、プラスで

きる方がいればそちらも採用したいということでは話は伺っております。それで、勤務時間なので

すけれども、一応朝ちょっと途切れ途切れの休憩が入ったり、勤務の時間が入ったりするのですけ

れども、朝６時半から始まって、途中休憩等の時間取りまして、最後は22時30分ということで、１

日が８時間の勤務をお願いする予定してございます。これが平日です。非登校日も同じ内容で、こ

れは管理業務のほうの時間ということで仕様書に載せさせていただいているものでございます。あ

と、調理のほうに関しては、朝食と夕食提供ということで、それに合わせた調理時間にお願いする

ということになっております。 

　以上です。 

〇委員長（高木直良君）　３回終わりました。 

（「質問の答えになっていない」の声あり） 

　委員長からの提案なのですが、今口頭でいろいろ説明聞きましたけれども、なかなか口頭なので、

理解が行き届かないということで、後日で結構ですが、全体の、今言ったいろんな勤務形態も平日

と休日で違うとか、業務内容も給食と管理と違うとかということで、いろんな管理者の働き方が入

っています。それで、そういったもの整理した資料をできるだけ早急にまとめて、届けていただく

ということを前提に、一応榊原委員からの質問についてはここで終わりたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（何事か声あり） 

　榊原委員、発言を許します。 

〇４番（榊原龍弥君）　そうなのです。今最後にいただいた答えがあまりにも私がお尋ねしたのと

違うような気がするので、今の委員長のご提案はそのとおりでいいと思うのですけれども、でもも

う一言付け加えさせていただくと、人を１人雇ったとき月の勤務時間が例えば百七十何時間とかっ

てあるではないですか。そうすると、この委託業務というのは、先ほどからご説明いただいている

ように、年間何千時間の業務を委託しているのかという、その辺をお聞きしたいということなので

す。ですから、冒頭の説明であったように、２人常駐していて、１人休みのときの交代要員だとす

れば、人時としては２になるのかなというような気もするのです。代わりに入るわけですから。そ

の辺をちょっと整理して。お聞きしたいのは、やっぱり１時間当たりの単価っていくらぐらいでこ

れ業務請負やっているのというのを聞きたいので、その辺に対する準備お願いできればと思います。

よろしくお願いします。 

〇委員長（高木直良君）　今榊原委員からの追加のこういうことを求めているという解説がありま

したので、それに答える資料をまとめていただいて、提出していただくということをこの場で確認

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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　この款についての質疑、ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　ないものと認めまして、これをもって質疑を打ち切ります。 

　続きまして、歳出の11款災害復旧費、12款公債費、13款予備費について質疑を許します。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　ないようですね。それでは、質疑を打ち切ります。 

　続きまして、次に歳入全部について質疑を許したいと思います。質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

　ないものと認めまして、これをもって質疑を打ち切ります。 

　次に、給与費から地方債までの各明細書、又は、調書、予算に関する参考資料ほか、説明資料に

ついて質疑を許します。 

（「なし」の声あり） 

　これをもって、質疑を打ち切ります。 

 

　　　　　　◎延会の宣告 

〇委員長（高木直良君）　本日の予算特別委員会はこの程度にとどめて延会します。 

　次の予算特別委員会は、明日３月６日午前10時からこの場で開催いたします。 

　本日はご苦労さまでした。 

延会　午後　３時５７分 



- 65 -

 

 

 

 

　　地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

　　　　　　　委 員 長　　　　高木　直良（原本自署） 


